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開会（開議）  午前１０時００分 

 

○議長（吉野伸康君）  皆さん、おはようございます。今日もよろしくお願いをいたします。 

 ただいまから、令和３年第１回江田島市議会定例会２日目を開きます。 

 ただいまの出席議員は１８名であります。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

○議長（吉野伸康君）  泊野産業部長。 

○産業部長（泊野秀三君）  おはようございます。昨日の議事の際ですね、議案の第２１号の

江田島市産品開発加工センター設置及び管理条例の一部を改正する条例案についての審議の際、

胡子議員さんからですね、竹炭工房おおがきの借地料についての御質問を頂きました。その際、

私のほうからですね、土地の使用料についてはお支払いをする予定はないということをお答えい

たしましたけれども、来年度予算にはですね、１年分の借地料を計上しております。これはです

ね、まだ払うと決めたわけではございませんけれども、もしも建物がある以上、３月中にお話が

まとまらなかった場合にですね、借地料生じるということでですね、１年分を計上させていただ

いております。 

 そして、同じく昨日の議事で議案第２７号の公の施設の指定管理者の指定についての審議の際、

やはり胡子議員さんからですね、議案書１６３ページの３の８の５、三高西漁船保全施設第２号

の指定管理者が三高漁協から美能漁協に変わっている理由について御質問いただきました。すぐ

にお答えできませんでしたので、戻りまして過去の経緯を調べましたところ、まず場所について

はですね、沖美町高祖の多目的集会所のすぐ北側の護岸に設置されている浮き桟橋でございます。

そして、平成２７年度までの指定管理者はですね、三高漁協にお願いしておりました。平成２８

年度、ですから現在の指定管理からですね、美能漁協にお願いしているということがわかりまし

た。その理由につきましては、平成２８年度からの指定管理者の更新に合わせて、双方の漁協に

聞き取りをいたしましたところ、この施設の使用者が美能漁協の組合員さんだけで、それから三

高漁協の組合員さんは誰も使っていない、そういうことがわかりました。指定管理者も変更して

更新をさせていただいたということでございました。現在もその状況に変わりはございませんの

で、美能漁協さんにですね、指定管理のお願いをしたいというふうに思っております。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（吉野伸康君）  本日の議事日程は、お手元に配付したとおりであります。 

 

日程第１  議案第２９号 

 

○議長（吉野伸康君）  日程第１、議案第２９号 令和２年度江田島市一般会計補正予算（第

８号）を議題といたします。 

 直ちに提出者から提案理由の説明を求めます。 

 明岳市長。 

○市長（明岳周作君）  失礼いたします。皆様、おはようございます。本日もどうぞよろしく

お願いをいたします。 

 ただいま上程されました議案第２９号 令和２年度江田島市一般会計補正予算（第８号）でご
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ざいます。 

 令和２年度江田島市一般会計補正予算（第８号）は、次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算の補正。 

 第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ６億８，６５９万２，０００円を減額し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１８６億２，１００万５，０００円とする。 

 第２項 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予

算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 継続費の補正。 

 第２条 継続費の変更は、「第２表 継続費補正」による。 

 繰越明許費の補正。 

 第３条 繰越明許費の追加及び変更は、「第３表 繰越明許費補正」による。 

 債務負担行為の補正。 

 第４条 債務負担行為の変更は、「第４表 債務負担行為補正」による。 

 地方債の補正。 

 第５条 地方債の追加及び変更は、「第５表 地方債補正」による。 

 内容につきましては、総務部長から説明をいたします。よろしくお願いいたします。 

○議長（吉野伸康君）  山本総務部長。 

○総務部長（山本修司君）  それでは、議案第２９号につきまして歳入歳出補正予算事項別明

細書で御説明をします。 

 事項別明細書の４６、４７ページをお願いします。 

 歳入からでございます。 

 １款市税、１項市民税、１目個人は、収入見込みによります現年課税分の減額補正及び滞納繰

越分の増額補正です。 

 ２項１目固定資産税は、収入見込みによる現年課税分の増額補正及び滞納繰越分の減額補正で

す。 

 ３項軽自動車税、２目環境性能割は、収入見込みによる増額補正です。 

 １３款分担金及び負担金、２項負担金、１目民生費負担金は、収入見込みによる保育施設保育

料等保護者負担金の減額補正です。 

 ４８、４９ページをお願いします。 

 １４款使用料及び手数料、１項使用料、３目衛生使用料は、収入見込みによる墓地使用料の増

額補正です。 

 ２項手数料、３目衛生手数料は、不燃ごみ投入手数料などの増額補正。６目消防手数料は、保

安検査手数料の減額補正です。 

 １５款国庫支出金、１項国庫負担金、１目民生費国庫負担金は、障害者自立支援給付費負担金

の増額補正を。また、障害者医療費負担金などの減額補正を行っております。 

 ２目衛生費国庫負担金は、新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金の増額補正です。 

 ５０、５１ページをお願いします。 

 ２項国庫補助金、１目総務費国庫補助金は、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付

金の増額補正及び給付の完了に伴います特別定額給付金給付事業費補助金などの減額補正など計
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上しております。 

 ２目民生費国庫補助金は、社会福祉費補助金、障害者福祉費補助金、児童福祉費補助金、児童

手当交付金で実績見込みによる減額補正を行っております。 

 ３目衛生費国庫補助金は、新型コロナウイルスワクチン接種体制事業補助金の増額補正です。 

 ５目土木費国庫補助金は、道路橋りょう費補助金及び都市計画費補助金で国の補正に伴います

社会資本整備総合交付金などの増額補正を、住宅費補助金で社会資本整備総合交付金及び空き家

対策総合支援事業補助金の減額補正を行っております。また、特定防衛施設周辺整備調整交付金

につきまして、道路橋りょう費補助金と河川費補助金で組み替えを行っております。 

 ５２、５３ページをお願いします。 

 ６目教育費国庫補助金は、小学校費補助金及び中学校費補助金で学校保健特別対策事業費補助

金の増額補正を、社会教育費補助金で子ども・子育て支援交付金の増額補正を、教育総合費補助

金でＧＩＧＡスクール事業の整備完了によります公立学校情報通信ネットワーク環境施設整備費

補助金の減額補正を行っております。 

 １６款県支出金、１項県負担金、１目民生費負担金は、実績見込みによる障害者自立支援給付

費負担金の増額補正を、障害者医療費負担金、後期高齢者保険基盤安定負担金、児童手当負担金、

障害児通所給付費等負担金で減額補正をそれぞれ行っております。 

 ５４、５５ページをお願いします。 

 ２項県補助金、１目総務費県補助金は、実績見込みによる県移譲事務交付金の減額補正及び生

活航路対策事業費補助金の増額補正です。 

 ２目民生費県補助金は、地域生活支援事業費補助金、福祉医療費公費負担事業費補助金及び施

行事務補助金、子ども・子育て支援交付金で実績見込みによる減額補正を、民生委員・児童委員

活動費緊急補助金の増額補正を行っております。 

 ４目農林水産業費県補助金は、中山間地域等直接支払事業費補助金、多面的機能支払事業費補

助金、漁業災害特別対策資金利子補給補助金の減額補正です。 

 ５目土木費県補助金は、道路橋りょう費補助金で県移譲事務交付金の増額補正を、河川費補助

金で急傾斜崩壊対策事業費補助金、県移譲事務交付金の減額補正を、港湾費補助金で新型コロナ

対策港湾施設利用者緊急支援事業交付金の増額補正をそれぞれ行っております。 

 ７目教育費県補助金は、子ども・子育て支援交付金の増額補正です。 

 ８目商工費県補助金は、雇用調整助成金等活用促進事業補助金の減額補正です。 

 ５６、５７ページをお願いします。 

 ９目災害復旧費県補助金は、林道施設災害復旧費補助金及び土木施設災害復旧費補助金の減額

補正です。 

 ３項委託金、１目総務費委託金は、県民税徴収事務取扱委託金及び参議院議員再選挙委託金の

増額補正を、工業統計調査委託金などの実績見込みによる減額補正などを行っております。 

 ３目教育費委託金は、県教委指定事業委託金の減額補正です。 

 １７款財産収入、２項財産売払収入、１目不動産売払収入は、売払い実績に伴います土地売払

収入の増額補正です。 

 ５８ページ、５９ページをお願いします。 

 １８款１項寄附金、２目指定寄附金は、社会教育費寄附金及びふるさと寄附金の増額補正です。 
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 １９款繰入金、１項特別会計繰入金、２目住宅新築資金等貸付事業特別会計繰入金は、特別会

計の補正に伴います繰入金の増額補正です。 

 ２項基金繰入金、１目財政調整基金繰入金は、歳出の減額補正に伴います財源調整として減額

補正を行っております。 

 ２１款諸収入、１項１目延滞金加算金及び過料は、実績見込みによる延滞金の減額補正です。 

 ６０、６１ページをお願いします。 

 ４項受託事業収入、１目民生費受託事業収入は、受託入園者の実績見込みに伴う保育事業受託

収入の減額補正です。 

 ２目衛生費受託事業収入は、実績見込みに伴う葬斎センター運営事業受託収入の増額補正です。 

 ５項雑入、３目給食事業収入は、実績見込みによる保育施設給食費の減額補正です。 

 ４目雑入は、会計年度任用職員に係ります社会保険料個人徴収金及び市町村振興協会交付金な

どの減額補正を、衛生事業売却収入、損害賠償金などの増額補正を行っております。 

 ２２款１項市債は、各事業の実績見込みにより補正を行っております。 

 １目総務費は、一般単独事業債合併特例債の公共施設再編整備事業、市民センター整備事業及

び過疎対策事業債、過疎地域自立促進特別事業の減額補正を、減収補てん債の増額補正を行って

おります。 

 ６２、６３ページをお願いします。 

 ２目民生債は、一般単独事業合併特例債の保育施設整備事業の減額補正を。 

 ３目衛生債は、過疎対策事業債の廃棄物車両整備事業の減額補正を。 

 ５目商工債は、過疎対策事業債で観光施設整備事業の減額補正を。 

 ６目土木債は、河川債で一般単独事業債合併特例債の急傾斜崩壊対策事業、住宅債で公営住宅

建設事業債の減額補正をそれぞれ行っております。 

 ７目消防債は、過疎対策事業債の消防施設整備事業の減額補正を。 

 ８目教育債は、教育総務債で過疎対策事業債、過疎地域自立促進特別事業中学校債で一般単独

事業債合併特例債の中学校整備事業、保健体育債で過疎対策事業債の給食センター管理運営事業

の減額補正をそれぞれ行っております。 

 ９目災害復旧事業債は、土木施設災害復旧事業債及び農林水産施設災害復旧事業債の減額補正

です。 

 １０目臨時財政対策債は、発行可能額の確定に伴います増額補正です。 

 続きまして、歳出でございます。 

 ６４、６５ページをお願いします。 

 今回の歳出補正予算の主なものは、職員給与費の減額、入札残や新型コロナウイルス感染症拡

大防止のため中止となった事業及び今年度の執行見込みに伴います不用額などの減額補正を、新

型コロナウイルス接種に伴います関係費用などを計上いたしております。 

 それでは、職員給与費関係を除く主な補正につきまして御説明いたします。 

 １款１項１目議会費は、議会運営事業費で執行見込みによる旅費などの減額補正です。 

 このページ中段から６６、６７ページをお願いします。 

 ２款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費は、総務管理一般事業費で通信運搬費の減額補

正を、人事管理事業費で会計年度任用職員報酬等の減額補正及び他自治体派遣職員負担金の増額
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補正を、秘書事業費及び表彰事業費で執行見込みによる減額補正をそれぞれ計上しております。 

 ２目文書広報費は、執行見込みによる印刷製本費等の減額補正です。 

 このページ下段から６８、６９ページをお願いします。 

 ３目財政管理費は、執行見込みによる印刷製本費の減額補正、手数料の増額補正です。 

 ４目会計管理費は、印刷製本費の減額補正です。 

 ５目財産管理費は、財産管理事業費徴用者管理事業費で執行見込みによる減額補正を、公共施

設再編整備事業費で（仮称）飛渡瀬交流プラザ新築工事基本設計業務の入札残などの減額補正を

行っております。 

 このページ下段から７０、７１ページをお願いします。 

 ６目企画費は、企画調整事業費、定住促進通学費支援事業費、特別定額給付金事業費で執行見

込みによる減額補正を。 

 また、生活交通維持対策事業費、航路維持対策事業費、新型コロナウイルス感染症緊急経済対

策で増額補正を行っております。 

 ７２、７３ページをお願いします。 

 ７目情報政策費は、執行見込みによる委託料の減額補正と新型コロナウイルス感染症対策に伴

う工事請負費などの増額補正を行っております。 

 ８目交流促進費は、体験型修学旅行受入れ事業費、まちづくり推進事業費、交流定住促進事業

費、地域おこし協力隊事業費で執行見込みによる減額補正をそれぞれ行っております。 

 ７４、７５ページをお願いします。 

 １１目防犯対策費は、執行見込みによる減額補正です。 

 このページ中段から７６、７７ページをお願いします。 

 １２目安全対策費は、防災事業費及び石油貯蔵施設立地対策等交付金事業費、防災訓練事業費

で入札残や執行見込みによる減額補正を行っております。 

 このページ中段から７８、７９ページをお願いします。 

 １３目市民センター費は、各市民センター管理運営事業費で執行見込みによる減額補正です。 

 １４目集会所施設費は、各地区集会所等管理運営事業費で執行見込みによる減額補正です。 

 ８０、８１ページをお願いします。 

 １６目災害対策費は、執行見込みによる減額補正です。 

 ２項徴税費、１目税務総務費は、還付金などの増額補正です。 

 ２目賦課徴収費は、執行見込みによる会計年度任用職員手当などの減額補正です。 

 このページ下段から８２、８３ページをお願いします。 

 ３目滞納対策費は、執行見込みによる報償費等の減額補正です。 

 ３項１目戸籍住民基本台帳費は、執行見込みによる委託料の減額補正です。 

 このページ中段から８４、８５ページをお願いします。 

 ４項選挙費、２目市長選挙費は、江田島市長選挙におきまして無投票となりましたことに伴い

ます不用額の減額補正です。 

 ３目参議院選挙再選挙費は、一昨年実施しました参議院議員選挙の当選無効に伴い、４月に実

施されます参議院議員の再選挙費のうち、令和２年度執行予定分の増額補正です。 

 ５項統計調査費、２目基幹統計調査費は、執行見込みによる統計調査員報酬などの減額補正で
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す。 

 ８６、８７ページをお願いします。 

 ６項１目監査委員費は、執行見込みによる旅費などの減額補正です。 

 このページ中段から、８８、８９ページをお願いします。 

 ３款民生費、１項社会福祉費、１目社会福祉総務費は、社会福祉一般事業費で執行見込みによ

る減額補正と感染症患者支援金の増額補正を、民生委員・児童委員活動事業費で報償費の減額補

正と民生委員・児童委員協議会の負担金補助金の増額補正を、国民健康保険特別会計繰出金で特

別会計の補正に伴います繰出金の減額補正を、生活困窮者自立支援事業費で委託金の減額補正と

前年度事業費の精算に伴います返還金の増額補正をそれぞれ行っております。 

 このページ中段から９０、９１ページをお願いします。 

 ２目障害者福祉費は、障害者福祉事業費で執行見込みによる減額補正及び障害者通所支援事業

所等支援事業費補助金の増額補正を、障害者自立支援事業費で執行見込みによる扶助費などの増

額補正を、障害者地域生活支援事業費で執行見込みによる減額補正及び返還金の増額補正を行っ

ております。 

 このページ中段から９２、９３ページをお願いします。 

 ３目老人福祉費は、高齢者在宅福祉事業費で執行見込みによる委託料の減額補正及び生活援助

サポート事業補助金の増額補正を、老人保護措置事業費、老人集会所等管理運営事業費で執行見

込みによる減額補正を、介護保険（保険事業勘定）特別会計繰出金で特別会計の補正に伴います

繰出金の減額補正を行っております。 

 ４目後期高齢者医療費は、後期高齢者広域連合賦課金分担金、療養給付費負担金で執行見込み

による減額補正を、後期高齢者医療特別会計繰出金で特別会計の補正に伴います繰出金の減額補

正を行っております。 

 ５目人権啓発費は、人権啓発一般事業費及び外国人市民交流事業費で執行見込みによる減額補

正です。 

 このページ下段から９４、９５ページをお願いします。 

 ６目隣保館費は、執行見込みによる減額補正です。 

 ８目福祉医療費は、執行見込みによる減額補正です。 

 ２項児童福祉費、１目児童福祉総務費は、執行見込みによる減額補正です。 

 このページ下段から９６、９７ページをお願いします。 

 ２目児童措置費は、児童手当給付事業費、児童福祉施設措置入所事業費で執行見込みによる減

額補正を、障害児通所支援事業費で執行見込みによる減額補正及び前年度事業の精算に伴う返還

金の増額補正を行っております。 

 ３目保育施設費は、保育施設管理運営事業費で執行見込みによる減額補正及び新型コロナウイ

ルス感染症対策に伴います工事請負費などの増額補正を、保育施設給食センター管理運営事業費

で執行見込みによる減額補正を行っております。 

 ９８、９９ページをお願いします。 

 ４目児童福祉施設費は、児童館管理運営事業費で修繕料の増額補正を、子育て支援センター運

営事業費で執行見込みによる減額補正及び光熱水費などの増額補正を、母子・父子家庭等対策総

合支援事業費、児童虐待防止対策事業費で執行見込みによる減額補正を行っております。 
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 このページ下段から１００、１０１ページをお願いします。 

 ３項生活保護費、１目生活保護総務費は、生活保護一般事業費及び診療報酬明細書等点検充実

事業費で返還金等の増額補正を行っております。 

 ２目扶助費は、前年度事業費の精算に伴う返還金の増額補正です。 

 ４款衛生費、１項保健衛生費、１目保健衛生総務費は、救急医療確保支援事業費で執行見込み

による減額補正です。 

 １０２、１０３ページをお願いします。 

 ２目予防費は、乳幼児等予防接種事業費で執行見込みによる減額補正を、新型コロナウイルス

感染症予防対策事業費でワクチン接種費用の増額補正を行っております。 

 このページ下段から１０４、１０５ページをお願いします。 

 ３目母子保健費は、母子保健事業費及び未熟児養育医療費で、４目健康増進費は、生活習慣病

健診事業費、食育推進事業費で、６目環境衛生費及び７目葬斎センター費は、執行見込みによる

減額補正をそれぞれ行っております。 

 １０６、１０７ページをお願いします。 

 ２項清掃費、２目塵芥処理費、３目前処理センター費、４目リレーセンター費及びこのページ

下段から１０８、１０９ページにあります５目環境センター費は、執行見込みによる減額補正で

す。 

 ６款農林水産業費、１項農業費、１目農業委員会費は、執行見込みによる減額補正です。 

 このページ下段から１１０、１１１ページをお願いします。 

 ３目農業振興費は、農業振興事業費、有害鳥獣被害対策事業費、オリーブ振興事業費で執行見

込みによる減額補正を、農業振興施設維持管理事業費で工事請負費などの増額補正を行っており

ます。 

 ４目農村整備費は、農地造成事業費、農林海岸事業費、農業用施設維持管理事業費で執行見込

みによる減額補正をそれぞれ行っております。 

 １１２、１１３ページをお願いします。 

 ２項林業費、２目治山事業費及び３目林道事業費は、執行見込みによる減額補正です。 

 このページ下段から１１４、１１５ページをお願いします。 

 ３項水産業費、２目水産業振興費は、水産業振興対策事業費で経営支援事業補助金等の増額補

正を、水産業施設維持管理事業費で三高漁船係留施設チェーン補修工事などの増額補正を行って

おります。 

 ３目漁港費は、執行見込みによる減額補正です。 

 このページ中段から１１６、１１７ページをお願いします。 

 ７款１項商工費、２目商工業振興費は、商工業振興事業費、しごとの場創出事業費、販路拡大

事業費で執行見込みによる減額補正を、商工業振興対策事業費、新型コロナウイルス感染症緊急

経済対策でプレミアム付商品券発行事業委託金などの増額補正及び執行見込みによる減額補正を

行っております。 

 このページ中段から１１８、１１９ページをお願いします。 

 ３目観光費は、観光振興事業費、観光施設維持管理事業費、魅力ある宿泊観光関連施設整備事

業費、観光振興事業費、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策で執行見込みによる減額補正を、
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宿泊施設事業特別会計繰出金で特別会計の補正に伴う減額補正をそれぞれ行っております。 

 このページ中段から１２０、１２１ページをお願いします。 

 ８款土木費、１項土木管理費、１目土木総務費は、土木一般事業費、災害対策事業費で執行見

込みによる減額補正です。 

 ２項道路橋りょう費、１目道路維持費は、執行見込みによる委託料の減額補正や、社会資本整

備総合交付金の追加交付に伴う工事請負費の増額補正を行っております。 

 ２目道路新設改良費は、道路改良事業費で、社会資本整備総合交付金の追加交付に伴う工事請

負費の増額補正を、石油貯蔵施設立地対策等交付金事業費で入札残や執行見込みによる減額補正

を、特定防衛施設周辺整備調整交付金事業費で委託料から工事請負費へ組み替えを行っておりま

す。 

 １２２、１２３ページをお願いします。 

 ３項河川費、１目河川維持改良費は、特定防衛施設周辺整備調整交付金の追加交付による工事

請負費の増額補正です。 

 ２目砂防費は、急傾斜地崩壊対策事業費で執行見込みによる減額補正を、急傾斜地崩壊対策事

業県負担金で増額補正を行っております。 

 このページ中段から１２４、１２５ページをお願いします。 

 ４項港湾費、１目港湾管理費は、港湾維持管理事業費で執行見込みよる減額補正を、港湾管理

特別会計繰出金で特別会計の港湾使用料減免に伴います県補助金の交付による繰出金の増額補正

を行っております。 

 ２目港湾建設費は、執行見込みに伴う県負担金の減額補正です。 

 ５項都市計画費、２目都市下水路費は、都市下水路維持管理事業費で執行見込みに伴う減額補

正を、排水機場維持管理事業費で社会資本総合整備交付金の追加交付に伴う増額補正を行ってお

ります。 

 このページ下段から１２６、１２７ページをお願いします。 

 ３目公園費及び次の６項住宅費１目住宅総務費は、執行見込みによる減額補正です。 

 １２８、１２９ページをお願いします。 

 ２目住宅管理費、３目住宅建設費及び４目営繕費は、執行見込みによる減額補正です。 

 １３０、１３１ページをお願いします。 

 ９款１項消防費、１目常備消防費及び次の１３２、１３３ページにあります、２目非常備消防

費、３目防災費は、入札残や執行見込みによる減額補正をそれぞれ行っております。 

 １３４、１３５ページをお願いします。 

 １０款教育費、１項教育総務費、３目教育振興費は、学校教育振興一般事業費でＧＩＧＡスク

ール事業の整備完了による入札残などの減額補正を、通学支援事業費、大柿高等学校サポート事

業費で執行見込みによる減額補正を行っております。 

 このページ下段から１３６、１３７ページをお願いします。 

 ２項小学校費、１目学校管理費及び次の１３８、１３９ページにございます、３項中学校費、

１目学校管理費は、新型コロナウイルス感染症対策による消耗品費の増額補正を、小学校施設維

持管理事業費などで入札残や執行見込みによる減額補正を行っております。 

 また、２目教育振興費では、小学校費及び中学校費で執行見込みによる扶助費の増額補正をそ
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れぞれ行っております。 

 このページ下段から１４０、１４１ページをお願いします。 

 ４項社会教育費、１目社会教育総務費は、成人式開催事業費、青少年育成事業費、生涯学習事

業費、放課後児童健全育成事業費でそれぞれ減額補正を行っております。 

 ２目文化振興費、３目公民館費及び次の１４２、１４３ページにあります、４目図書館費、５

目人権教育費、６目文化財保護費、７目学びの館費、８目環境館費は、執行見込みによる減額補

正をそれぞれ行っております。 

 １４４、１４５ページをお願いします。 

 ５項保健体育費、１目保健体育総務費は、執行見込みによる減額補正です。 

 ２目体育施設費は、執行見込みによる減額補正及び新型コロナウイルス感染症対策に伴う備品

購入費の増額補正を行っております。 

 このページ下段から１４６、１４７ページをお願いします。 

 ３目学校給食費は、執行見込みによる減額補正です。 

 １１款災害復旧費、１項農林水産施設災害復旧費、２目農業施設災害復旧費は、令和２年７月

豪雨災害に伴います工事請負費などの増額補正です。 

 ３目林業施設災害復旧費は、執行見込みによる減額補正です。 

 １４８、１４９ページをお願いします。 

 ２項１目土木施設災害復旧費は、入札残や執行見込みによる工事請負費の減額補正及び補償金

等の増額補正です。 

 ２目公園施設災害復旧費は、執行見込みによる減額補正です。 

 １２款１項公債費、１目元金は、繰上償還に伴う還付加算金の増額補正です。 

 １３款諸支出金、１項基金費、１５目ふるさと応援基金は、ふるさと寄附金の増加に伴う積立

金の増額補正です。 

 １５０、１５１ページをお願いします。 

 ２項１目公営企業費は、下水道事業会計の補正に伴う繰出金の減額補正です。 

 予算書６ページにお戻りください。 

 第２表 継続費補正です。 

 変更といたしまして、保育施設管理運営事業の１件をお願いしております。 

 続きまして、７ページから次の８ページをお願いします。 

 第３表 繰越明許費補正です。 

 追加として、３１事業、変更として２事業で繰り越しをお願いしております。 

 続きまして、９ページをお願いします。 

 第４表 債務負担行為補正です。 

 変更として、ＩＣ旅券用交付窓口端末機器リースほか２件をお願いしております。 

 続きまして、１０ページ、１１ページをお願いします。 

 第５表 地方債補正です。 

 追加として、減収補てん債１件を、変更として公共事業等債、公営住宅建設事業債、災害復旧

事業債、一般単独事業債の合併特例事業、過疎対策事業債、臨時財政対策債の合計１７件をお願

いしております。 
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 なお、１５２から１５４ページに給与費明細書、１５６、１５７ページに継続費の進行状況等

に関する調書を、１５８ページに債務負担行為の支出予定額等に関する調書を、１５９ページに

地方債現在高の見込みに関する調書をお示ししております。 

 説明につきましては以上でございます。 

○議長（吉野伸康君）  以上で、提案理由の説明を終わります。 

 これより質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 角増議員。 

○２番（角増正裕君）  ６３ページの節区分で３の中学校債マイナス２億１，６４０万ってい

うことなんですけれども、これは切串中学校跡地の売却に伴う解体費用が要らなくなったという

ことで発生したものと思うんですけれども、それが内訳全額なのかどうか教えていただけたら。 

○議長（吉野伸康君）  これは教育委員会ですか。 

 山本総務部長。 

○総務部長（山本修司君）  中学校債についてはお見込みのとおりです。 

○議長（吉野伸康君）  角増議員。 

○２番（角増正裕君）  広成建設への売却で、売却価格が９，０００万程度だったんですが、

これも含めると３億円程度江田島市にメリットがあった土地だったんだなというふうに思います。 

 それでちょっと要望なんですが、この取引によって切串中学校の跡地にあった切串小学校プー

ルとグラウンドは切串の地区行事で駐車場として利用されてきたスペースです。また、先日大原

プールが廃止になって、これが古いプールだから廃止したっていうふうにいいながら、代替施設

の江田島小学校プールのほうがさらに１２年古いという現状があります。この３億についてはで

すね、メリットのあった３億については近い将来の江田島小学校プールの改修なり建て替えなり

にですね、ぜひ検討する理由づけというかですね、１小学校プール１プールといいながらですね、

この広成建設の売却に伴って、６校小学校があるのに、プールは５個っていうことになりまして、

当面は自衛隊施設を利用させていただくということだったんですが、掲げていた１小学校プール

１プールに集約していくっていうのをさらにもう１校プールがなくなったという現状もありまし

て、本当昭和４５年にできた江田島小学校プールというのは御堂岡教育長の頃からですね、何と

かしたいっておっしゃっておられた、さらにそういう中で、むしろ新しい２つを廃止したってい

う状況がありますので、この辺についてはぜひ御検討いただけたらということをお願いします。 

 以上です。 

○議長（吉野伸康君）  角増議員にちょっと注意しときます。ちょっと今の問題というのは、

筋が違うんじゃないかと、このように思います。 

 ほかに質疑はありませんか。 

  山本秀男議員。 

○１２番（山本秀男君）  二、三お聞きしたいんですが、まずは歳入の５７ページの土地売払

収入８４１万４，０００円、これはどこで、面積を教えてほしいんですが。 

 それから、１２１ページの道路維持管理事業費、工事請負費５，０００万計上しておるんです

が、これは繰越しのほうにはないんですが、これどこを工事するのか、今年度で済むのか、そこ

らあたりをお聞きしたいと思います。 
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 それから、１３７ページの小学校施設維持管理と次のページの１３９ページの中学校の施設維

持管理で、ＰＣＢの廃棄物処分委託料、これが合わせて１，１００万ぐらいあるんですが、１，

２００万ですか、これ蛍光灯の古いのを処分する委託料じゃないんか思うんですが、あまりにも

残が多いので、どうしてこうなったのか教えてもらいたいんですが。 

 それから最後ですが、１４７ページの農林施設災害復旧費の工事請負費１，２７０万、これは

今、私が聞いた分が間違っとったらごめんなさいよ、令和２年いうふうに聞いたんですが、もう

少しいつのんか、それでどこをやるのか教えてもらいたいんですが。 

 以上です。 

○議長（吉野伸康君）  山本総務部長。 

○総務部長（山本修司君）  申し訳ありません、土地売払収入については、現在手元に内訳の

資料を持ち合わせておりませんので、後ほど改めて答えさせてください。 

○議長（吉野伸康君）  泊野産業部長。 

○産業部長（泊野秀三君）  １４７ページの農業施設災害復旧事業費の工事費１，２７０万に

ついて内訳を御報告いたします。 

 これは令和２年７月災害でですね、里道水路が被災しておりましたので、それを直すところで

ございます。場所につきましてはですね、沖美町岡大王の青木地区、それから農道大柿２号線路

肩が復旧するという工事でありますとかですね、同じく大柿２０２号線の災害復旧事業費、それ

から畑かんの応急工事等も含めましてですね、ございますので、大体そういったところの工事費

経費でございます。よろしくお願いします。 

○議長（吉野伸康君）  小栗教育次長。 

○教育次長（小栗 賢君）  １３７ページ及び１３９ページのＰＣＢ廃棄物処分等業務委託料

でございますが、ごめんなさい、これ処分料がですね、見込みよりもかなり減ったということで

安くなりました。 

 以上です。 

○議長（吉野伸康君）  廣中土木建築部長。 

○土木建築部長（廣中伸孝君）  １２１ページの道路維持管理事業の工事請負費５，０００万、

これ見込みのとおり国のいわゆる補正の金額です。これにつきましては、橋梁補修、各種路線網

に及ぶんですけども、橋梁補修の工事に充てていきたいということで考えております。この金額

につきましては、繰越予算のほうで道路維持管理事業全体の中でですね、入った数字になってお

ります。７ページにですね、道路橋りょう費道路維持管理事業に２億１，０００万余の数字が出

ておるんですが、この中の一部になっております。 

 以上です。 

○議長（吉野伸康君）  山本秀男議員。 

○１２番（山本秀男君）  わかりました。今の土地売払収入については後ほど教えていただく

ということで。 

 それで、１４７ページの災害ですよね。これは予算見てみると、起債対象にはなるわけですよ

ね。起債は。補助事業じゃないんですよの。 

○議長（吉野伸康君）  泊野産業部長。 

○産業部長（泊野秀三君）  お見込みのとおりです。そうです。 
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○議長（吉野伸康君）  山本秀男議員。 

○１２番（山本秀男君）  ＰＣＢですよね。これはどこへ委託するんですか。 

○議長（吉野伸康君）  小栗教育次長。 

○教育次長（小栗 賢君）  ちょっとごめんなさい、今、手元に会社名まではないんですけど、

県内にはないというふうに聞いております。処分料もそうなんですけど、移動もあるんで、かな

りの額がかかるだろうと見込んでいたのが、物自体がちょっと少なかったので安くなったという

ことでございます。 

○議長（吉野伸康君）  山井市民生活部長。 

○市民生活部長（山井法男君）  ＰＣＢの処理工場ですけれども、これが全国でたしか２カ所

指定されておりまして、中国地方以西についてはですね、北九州にＰＣＢの処理工場がありまし

て、そちらのほうで、要するに中国地方以西は全てそこに持っていって処理をしております。 

 以上です。 

○議長（吉野伸康君）  ほかに質疑ありませんか。 

 酒永議員。 

○７番（酒永光志君）  多少ちょっと多くなるかも分かりませんが、お許しいただきたいと思

います。 

 全体的に今回の補正でですね、当初予算で計上した予算額を皆減、全額減額した項目をですね、

集計いうか、見てみますと、今回の補正だけで４７件、約７，６００万円ぐらいあるわけですよ

ね。それで、先ほど総務部長の説明にあったように、今年はコロナ禍による各種イベントや事業

等が取りやめとなったためということで、そのような、多くなったということは考えられるんで

すけれども、４７件中２０件ぐらいはですね、コロナ以外の要因によるものの補正に見えるんで

すよね。やっぱりそこらあたりですね、当初計画して予算の予算審査をした上で執行に係るもの

がですね、やっぱり皆減、全額というのはできるだけ私は避けるべきじゃろうということを思っ

ております。そこらあたりはですね、要因を精査されてですね、今後の予算要求とかですね、予

算査定に私は生かしていただきたい、まずはこのように思います。 

 その中でですね、何点かちょっと大きいものをですね、聞かせていただきたいと思います。 

 ６９ページにですね、里山ウェーブ企画コーディネート委託料、８３万２，０００円というの

がございます。もしこれがコロナ禍によるものだったらですね、それはそれで結構ですので、そ

のように言っていただければいいと思いますけど、まず６９ページの里山ウェーブ企画コーディ

ネート委託料。 

 そして次にですね、７５ページなんですけれども、下段のほうにコミュニティ助成事業という

ことで、地域防災補助金、これ２００万円というのが、これも当初予算２００万円組んでおられ

て、このたび皆減となっております。これについてお聞きをいたします。 

 そして次に、９７ページなんですけれども、ここの真ん中あたりにですね、保健施設管理運営

事業費の中の監理委託料１３０万円というのが、これも皆減となっておるんですよね。これをお

聞きいたします。 

 続いて、１０９ページなんですけれども、清掃費の中で、トラックスケール代行法定検査委託

料、これ３６万１，０００円とそんなに多額ではないんですけれども、法定検査委託料というこ

となんで、これ検査受ける必要があったんじゃないかなというところで、どうしてここがゼロに
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なったんかなというところを聞かせてください。 

 同じく同ページのですね、農業委員会の運営事業費で、農地情報公開システムデータ修正委託

料２０４万４，０００円、これがですね、やっぱり全額減額されたというようなことだろうと思

うんですが、これについてお聞かせください。 

 そして、１１７ページなんですけれども、ここはコロナ禍による事業、イベントが中止になっ

たというところでございますが、ちょっと聞かせていただきたいのは、その中で江田島ＳＥＡ 

ＴＯ ＳＵＭＭＩＴの補助金というのがございます。これは当然しなかったということで４８０

万円が全額なるんですけれども、この関連でですね、モンベルフレンドエリア負担金というのが

６６万円だったと思うんですけど、これが予算化されとったと思うんですけど、これについて、

私、関連だと思うんで、これはどのようになっておるかというのを参考までにお聞かせください。 

 それと、１２３ページですね、ここらあたりよく分からないんですが、急傾斜地の崩壊対策事

業で２，１００万円、当初もこれ多分２，１００万円だったと思うんです。これが減額されてお

るんですが、それと一緒にですね、設計委託料４５０万円が当初予算に計上されておったんです

よね。この設計委託料については、この２，１００万円の分と関連があるのかどうかをお願いし

たいと思います。 

 あと、１３１ページ、これはもうコロナ禍かなと思うんですけれども、救急救命士の養成所の

入所負担金、これはもう今の当初予算のですね、説明の中にもこういう救急救命士の育成をしま

すよということで説明されたんですけれども、ここらあたりがこれは多分コロナ禍でそういう研

修が無理だったのかなと思いますので、それならそれでそういう返答をお願いいたします。 

 多くなってすみません、１４３ページ、これは学びの館費の中にですね、館長等報酬というこ

とで、１８０万７，０００円、これが減額となっております。これも当初１８０万７，０００円

計上されておったんですが、これはゼロになったということ、どうなんかなというところはあり

ます。 

 最後になるんですけども、１４５ページ、スポーツ施設管理運営事業費でですね、医薬材料費

５０万円が皆減となっております。これはプール等のですね、医薬かなと思うんですけれども、

そのスポーツ施設管理運営事業費となりますと、能美のスポーツセンターもこの中に入るのかな

というように思うわけですが、私らが現地調査等を行ったときにですね、このコロナ禍の中で、

消毒、手指等の消毒薬剤、これらに大変困ったと。今、市のほうへ行ってもそういうようなあれ

がなかなか回ってこなかったというようなことがちょっと聞きましたので、この５０万円の中で、

果たしてそれらが購入可能であったんじゃないかなという気がするんですよね。そこらをちょっ

と聞かせてください。 

 以上、お願いいたします。 

○議長（吉野伸康君）  泊野産業部長。 

○産業部長（泊野秀三君）  １０９ページのですね、農業委員会運営事業費の委託料、農地情

報公開システムデータ修正委託料ですね、これ全額減額いたしました。これはですね、国の進め

る農地バンクをですね、システム化しようとして予算化したんですけれども、江田島市が持って

いるシステムとですね、江田島市のＧＩＳでは利用できないということが分かりました。それで

一旦減額させていただきます。しかしながら、この農地バンクというのは何とかしてやりたいの

で、今度経済的に江田島市のシステムに合うような、そういった形で進めたいと、そのように思
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っております。 

 それから、モンベルの負担金につきましてはですね、ちょっと今、確認できませんので、確認

してまた後ほどお知らせいたします。 

 以上です。 

○議長（吉野伸康君）  奥田企画部長。 

○企画部長（奥田修三君）  ６９ページ、最下段の里山ウェーブ企画コーディネート委託料の

減額なんですが、この事業は首都圏の人材を県内の中山間地に呼び込むための県の事業で実施し

ております。酒永議員おっしゃられたとおり、今年度についてはコロナの影響によって中止とな

っております。 

 以上でございます。 

○議長（吉野伸康君）  廣中土木建築部長。 

○土木建築部長（廣中伸孝君）  すみません、１２３ページのですね、急傾斜地崩壊対策事業

で２，１００万円減額補正しております。これは平成３０年にですね、災害がありまして、災害

関連地域防災がけ崩れ対策事業というのがあるんですけども、いわゆる地がけ事業と呼んでいま

すけども、これは国の補助事業で市がやっているんですけども、その採択基準には満たないんで

すけども、放っとくと危ないというようなものについて、県の補助をもらってやろうとしていた

んですけども、これについては継続で平成３０年の事故繰費でも充ててやろうとしてたんですけ

ども、結果的に工事のですねコスト縮減等も図られて、その過年度予算内でできたということな

ので、これを減額といたしております。設計費の４５０万円といいますものは、今年度令和２年

災害でまたそういった急傾斜、地がけ事業が発生いたしまして、その設計費に全額充てておりま

す。 

 以上です。 

○議長（吉野伸康君）  江郷危機管理監。 

○危機管理監（江郷壱行君）  ７５ページの防災事業費、これのコミュニティ助成事業２９０

万円、２００万円、これはですね、広島県の宝くじの関連団体からですね、採択を受けることが

できれば行うという事業だったんです。地域防災のイベントをやるんですけども、今年度は採択

されなかったので結局全て減額補正をしたということでございます。 

 以上です。 

○議長（吉野伸康君）  仁城福祉保健部長。 

○福祉保健部長（仁城靖雄君）  続きまして、９７ページの監理委託料、保育施設管理運営事

業費の監理委託料マイナス１３０万円の件でございます。 

 この監理委託料につきましては、認定こども園のうみ新築工事にかかわる監理委託料でござい

ました。複数年にわたってのことだったんですけれども、工事施工の監理については契約変更が

なかったということで今回令和２年度のものについては支払いがなかったということですが、令

和元年度の逓次繰り越しの中でその予算を執行しております。 

 以上でございます。 

○議長（吉野伸康君）  山井市民生活部長。 

○市民生活部長（山井法男君）  続きまして、１０９ページになります。トラックスケールの

法定検査委託料です。 
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 これが３年に１回法定点検が必要になるんですけれども、今年度、ちょうどこのトラックスケ

ールの更新工事を実施しまして、更新工事の中にですね、初期点検が入ったものですから、３年

に１回の法定点検は必要ないということで減額させていただいております。 

 以上です。 

○議長（吉野伸康君）  丸石消防長。 

○消防長（丸石正男君）  すみません、どうも、１３１ページでございます。 

 救急救命士養成所入所負担金の件でございます。 

 おっしゃるとおり、コロナ禍でですね、北九州市にありますエルスタ九州で、指導救命士を養

成するために入所する予定でしたが、コロナ禍により中止となりました。 

 以上です。 

○議長（吉野伸康君）  小栗教育次長。 

○教育次長（小栗 賢君）  １４３ページ、学びの館管理運営事業の館長等報酬のところでご

ざいます。 

 館長に募集をかけたんですが、適任者がいなかったということで、今回落とさせていただきま

した。 

 続きまして、１４５ページ、スポーツ施設管理運営事業費の医薬材料費、これはプールの薬品

を充てておりましたので、当然このプールが中止になったので、全額落とさせていただきました。 

 また、スポーツセンターとか当然ほかの施設に手指消毒のものは生涯学習課が一括して購入し

て配っております。 

 以上です。 

○議長（吉野伸康君）  泊野産業部長。 

○産業部長（泊野秀三君）  失礼いたします。先ほどのモンベルのフレンドエリアの負担金に

つきましては、当初予算６６万円で、６６万円執行しております。今年度はＳＥＡ ＴＯ ＳＵ

ＭＭＩＴは中止となりましたけれども、ＳＥＡ ＴＯ ＳＵＭＭＩＴを開催するためには、モン

ベルのフレンドエリアにずっと加入しておく必要がございます。ＳＥＡ ＴＯ ＳＵＭＭＩＴは

ですね、モンベルのフレンドエリアに加入するということはですね、交流人口を増やすというこ

とで非常に経済的な効果が大きいものと見込んでおりますので、引き続き執行していると、そう

いう状況でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（吉野伸康君）  酒永議員。 

○７番（酒永光志君）  わかりました。まず、学びの館管理運営事業、これについては本年度

もやっぱり引き続いて募集するのかどうかというところですね、そこをお聞かせ願いたいのと、

モンベルフレンドエリア負担金、ＳＥＡ ＴＯ ＳＵＭＭＩＴを開催するためにはね、必要だと

いうとこなんですが、その負担金に対する費用対効果ですよね、６６万円に対する見返りいうこ

とじゃないんですけれども、そういう実績が現れたのかどうかいうところがもし示されるもんな

らですね、今日でなくていいので、実はこれこれこういうところで紹介されています、こういう

ところへ生かしてますというところをですね、御提示いただければと思います。それは今日でな

くて結構です。 

○議長（吉野伸康君）  小栗教育次長。 

○教育次長（小栗 賢君）  この学びの館館長につきましては、今年１年間ちょっといろいろ
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探したんですけど、どうしてもちょっといなかったということで、次年度、３年度は、今のとこ

ろ予算は組んでおりません。ただ、探すようにはちょっと努力していこうとは思うんですけど。 

○議長（吉野伸康君）  酒永議員。 

○７番（酒永光志君）  必要であるのならですね、もし予算がなかったらね、私、手つけない

と思うんですよ。ですから、いい人が見つかったから、ほいじゃいうて補正しましょいうんじゃ

なくて、この分については、もしそういうように館長を引き続き必要だということで予算つけた

わけですから、それはやっぱり引き続いて募集をしていかなければいけないんじゃないかなと思

います。お願いします。 

 終わります。 

○議長（吉野伸康君）  山本総務部長。 

○総務部長（山本修司君）  先ほど山本秀男議員から御質問を頂きました事項別明細書５７ペ

ージの土地売払収入の内訳でございますが、８４１万４，０００円のうち、主なものとして２件、

清能団地の売払収入が５６７万９，０００円、もう１件大君久保田住宅の売払収入が２０７万１，

０００円、ほかは細かなものの積上げとなっております。この２件が主な収入となっております。 

 以上です。 

○議長（吉野伸康君）  この際、暫時休憩いたします。１１時２０分まで休憩いたします。 

                           （休憩 １１時１０分） 

                           （再開 １１時２０分） 

○議長（吉野伸康君）  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 質疑ありませんか。 

 胡子議員。 

○１３番（胡子雅信君）  すみません、何点か質問させてください。 

 ６９ページになりますけども、公共施設再編整備事業費ということで、設計委託料が入札残と

いうことで１，７１３万４，０００円。それとあとは、７９ページになりますけども、こちらの

大柿市民センター管理運営事業費の設計委託料費が５，３００万円の減額、それとあとは教育関

係になるんですけども、ページ数でいきましたら１３５ページで無線ＬＡＮ環境整備委託料とい

うことで、３，４５７万の減、無線ＬＡＮの環境整備の委託料についてはもともと議会側に説明

いただいたときには８，６０５万という数字、これは減額ということになってます。今、こちら

のほうの入札終わった後での減額があまりにもちょっと金額が開きがあるということで、当初の

見込みというのがどういうものを前提として予算計上されたのか、我々議会、市民としても安く

上がるということについてはすごく評価できると思うんですけども、もともとの設定のものとあ

まりにも開きがあるんで、どういう状況なのかというのを御説明いただきたいなと。 

 それとあと、１１７ページになりますけども、観光戦略チーム支援業務委託料ということで、

５２６万円の減額になっておりますが、これはこのたびのコロナ、新型コロナの影響で本来やろ

うとしてたものができなかったので減額したのか、どういった部分ができなかったのかという、

もしそうであればですね、教えていただきたいと思います。 

 それと、あとは最後になるんですけども、１０３ページの新型コロナウイルス感染症予防対策

事業費ということで、予約受付業務委託料というのが４，０００万円という金額が計上、今回さ

れております。これがどういうふうに設計というかですね、受付業務をどのようにどういった団
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体に委託していく、そういったところの説明をいただければというふうに思います。 

 以上です。 

○議長（吉野伸康君）  奥田企画部長。 

○企画部長（奥田修三君）  ６９ページ、公共施設再編整備事業費設計委託料の減額なんです

が、胡子議員おっしゃられるとおり、この委託料については飛渡瀬と切串の交流プラザにかかる

設計業務委託料になります。飛渡瀬の交流プラザの入札残はもとよりですね、切串の交流プラザ

については保育園と複合施設とするということで、令和３年度にかけて２か年で設計業務するこ

とになりました。継続事業となっておりますので、令和２年分が下がっていると。それらを合わ

せて１，７００万円の減額というふうになっております。 

 以上でございます。 

○議長（吉野伸康君）  山井市民生活部長。 

○市民生活部長（山井法男君）  ７９ページ、大柿市民センター管理運営事業費の中の設計委

託料５，３００万減の理由です。当初予算では、大柿市民センターの設計委託料で６，６００万

計上しましたけれども、これが９１０万円で落札されたということで、差引きすると合わないん

ですけれども、これは物品の移転業務の入札残があったり、あと追加で家屋調査をしたりしまし

たので、数字はちょっと合いませんけれども、当初予算に比べて５，３００万円の入札残による

減ということで補正させていただいております。 

○議長（吉野伸康君）  小栗教育次長。 

○教育次長（小栗 賢君）  すみません、教育委員会、１３５ページの無線ＬＡＮ環境整備委

託料３，４００万の減なんですが、もともとですね、最初に組むときに申し訳なかったですが、

時間がなかったものでですね、最大これぐらい要るということで組みました。実際工事してみた

ら、案外使えるものがあったりですね、機械がそこまで要らなかったという現実があったので、

こういうふうなことになりました。申しわけなかったです。 

 以上です。 

○議長（吉野伸康君）  仁城福祉保健部長。 

○福祉保健部長（仁城靖雄君）  １０３ページの新型コロナウイルス感染症予防対策事業費の

中のですね、委託料ということでございます。予約受付業務委託料ということでございます。 

 これはワクチン接種の予約をするために業者委託をしたいということでの計上させていただい

ているもので、委託する先っていうのは、いわゆる旅行会社等にお願いをしたいと今、考えてお

ります。そういったところでも影響いうのはして、まだ契約等はしていないんですけれども、予

約、旅行会社等は予約のプロですので、そういったところで今、考えておるところでございます。 

 以上です。 

○議長（吉野伸康君）  泊野産業部長。 

○産業部長（泊野秀三君）  １１７ページのですね、観光戦略チーム支援業務委託料の減額に

ついてはですね、お見込みのとおり、コロナでですね、リモート開催を余儀なくされました。そ

の関係でプログラム数が減っているということ、それから現地でやることっていうつもりでした

ので、会場使用料でありますとか、人件費、そういった部分も減額になったということでござい

ます。よろしくお願いします。 

○議長（吉野伸康君）  胡子議員。 
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○１３番（胡子雅信君）  わかりました。ありがとうございます。 

 先ほどのもともとの予算組みのときに設計であるとかですね、あとは今のコロナの関係でちょ

っと急場でやらなくちゃいけないっていうところも教育委員会のＧＩＧＡスクールのこと、ＬＡ

Ｎの整備っていうのはよくわかりました。ただ、今後これはこの補正に限らずですね、来年度予

算も今、出されていますけども、やはり当初の、もともと予算組みするときに、あと、結果とし

て安くなった、よかったじゃなくてですね、やっぱり我々も議決するに当たってはこれだけの予

算、必要だねっていうことで議決させていただくものですから、そこら辺のところが今後そごと

いうか、大きな落差がないようなですね、ところで予算設計をしていただく、予算組みをしてい

ただきたいなというふうに思います。 

 それとあとは、新型コロナ受付なんですけども、よくわかりました。確かに旅行業界というの

は非常に今、コロナの厳しい状況の中にある中で、そういった受付業務にはある程度のスキルを

持っていらっしゃるので、ぜひとも江田島市民が、業者もそうですけれども、混乱を来さないよ

うな新型コロナワクチンの接種になることを期待してます。 

 以上です。 

○議長（吉野伸康君）  ほかに質疑ありませんか。 

 岡野議員。 

○４番（岡野数正君）  もう皆さんが個別の案件については詳しく聞かれたので、私、最後に

大きな質問ということでさせていただきたいと思います。 

 今回の補正、減額補正ですが、６億８，６５９万２，０００円という、かなりの減額補正にな

っております。この大きな要因として、１つはコロナがあるだろうと思うんですね。そのウエー

トがどれくらいのものなのか、若干総務部長の説明によりますと執行見込みによるというんでか

なり減額もございました。ここらあたりをどのように捉えておられるのか、その点について伺い

たいと思います。 

○議長（吉野伸康君）  山本総務部長。 

○総務部長（山本修司君）  例年２月補正においては、執行見込みなどによる執行残というこ

とで減額補正を多く上げさせていただくものがあるんですけれども、今年度においては議員お見

込みのとおり、コロナウイルス感染症の影響によるものが多うございました。財政課のほうでそ

れ積算いたしますと、今回の２月補正のうち、コロナウイルス感染症に伴います減額が約１億２，

７５０万円ほど。これは、いろいろな事業が中止になったことに伴いまして職員の時間外手当な

ども減額をされておりますので、そういったものまで含めたところでの積算でございます。 

 以上です。 

○議長（吉野伸康君）  ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終結いたします。 

 本案は、会議規則第３７条第３項の規定により、委員会付託を省略したいと思います。 

 これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 御異議なしと認めます。 
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 よって、本案は委員会付託を省略いたします。 

 これより討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これをもって討論を終結いたします。 

 これより直ちに採決を行います。 

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

 起立多数です。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

日程第２  議案第３０号 

 

○議長（吉野伸康君）  日程第２、議案第３０号 令和２年度江田島市国民健康保険特別会計

補正予算（第５号）を議題といたします。 

 直ちに提出者から提案理由の説明を求めます。 

 明岳市長。 

○市長（明岳周作君）  ただいま上程されました議案第３０号 令和２年度江田島市国民健康

保険特別会計補正予算（第５号）でございます。 

 令和２年度江田島市国民健康保険特別会計補正予算（第５号）は、次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算の補正。 

 第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ７，３６３万７，０００円を追加し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ３７億１，５８５万６，０００円とする。 

 第２項 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予

算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 内容につきましては、福祉保健部長から説明をいたします。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（吉野伸康君）  仁城福祉保健部長。 

○福祉保健部長（仁城靖雄君）  それでは、議案第３０号につきまして、歳入歳出補正予算事

項別明細書で御説明をいたします。 

 事項別明細書の１６４ページ、１６５ページをお願いをいたします。 

 このたびの補正予算の主なものは、歳入歳出とも決算の見込みによるものでございます。 

 初めに、歳入でございます。 

 １款１項国民健康保険税、１目一般被保険者国民健康保険税は増額を、２目退職被保険者等国

民健康保険税は減額補正でございます。 

 ３款県支出金、１項県補助金、１目保険給付費等交付金は増額補正でございます。 

 次のページ、１６６ページ、１６７ページをお願いをいたします。 

 ５款繰入金、１項１目一般会計繰入金は、職員給与費等繰入金の減額補正を、６款１項１目繰
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越金は前年度繰越金の増額補正でございます。 

 ７款諸収入、１項延滞金加算金及び過料、１目一般被保険者延滞金は減額補正を、２項雑入、

２目一般被保険者第三者納付金は増額を、４目一般被保険者返納金は減額補正をお願いをしてお

ります。 

 次のページ、１６８ページ、１６９ページをお願いをいたします。 

 ８款国庫支出金、１項国庫補助金、１目総務費国庫補助金は、社会保障税番号制度システム整

備費補助金及び２目災害臨時特別補助金の増額補正でございます。 

 続きまして、歳出でございます。 

 １７０ページ、１７１ページをお願いをいたします。 

 １款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費は、国保関係システム改修業務委託料などの減

額補正でございます。 

 ２款保険給付費、１項療養諸費、１目一般被保険者療養給付費は財源更正を、３目一般被保険

者療養費及び５目審査支払手数料は減額補正でございます。 

 その下、２項高額療養費、１目一般被保険者高額療養費は、増額補正をお願いをしております。 

 １７２ページ、１７３ページをお願いをいたします。 

 ２款保険給付費、６項１目傷病手当金は、減額補正を、３款１項１目国民健康保険事業費納付

金は財源更正でございます。 

 ５款１項県事業費、１目保健衛生普及費は、健康なまちづくり事業委託料や医療費適正化対策

業務委託料などの減額補正でございます。 

 次のページ、１７４ページ、１７５ページをお願いをいたします。 

 ５款保健事業費、２項１目特定健康診査等事業費の減額補正でございます。 

 ６款１項１目基金積立金及び９款１項１目予備費は増額補正をお願いをしております。 

 なお、１７６ページから１７８ページには給与費明細書をお示ししております。 

 説明につきましては以上でございます。 

○議長（吉野伸康君）  以上で、提案理由の説明を終わります。 

 これより質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終結いたします。 

 本案は、会議規則第３７条第３項の規定により、委員会付託を省略したいと思います。 

 これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 御異議なしと認めます。 

 よって、本案は委員会付託を省略いたします。 

 これより討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 
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 これをもって討論を終結いたします。 

 これより直ちに採決を行います。 

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

 起立多数です。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

日程第３  議案第３１号 

 

○議長（吉野伸康君）  日程第３、議案第３１号 令和２年度江田島市後期高齢者医療特別会

計補正予算（第２号）を議題といたします。 

 直ちに提出者から提案理由の説明を求めます。 

 明岳市長。 

○市長（明岳周作君）  ただいま上程されました議案第３１号 令和２年度江田島市後期高齢

者医療特別会計補正予算（第２号）でございます。 

 令和２年度江田島市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算の補正。 

 第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ２，２８１万２，０００円を減額し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４億８，０９４万９，０００円とする。 

 第２項 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予

算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 内容につきましては、福祉保健部長から説明をいたします。よろしくお願いいたします。 

○議長（吉野伸康君）  仁城福祉保健部長。 

○福祉保健部長（仁城靖雄君）  それでは、議案第３１号につきまして、歳入歳出補正予算事

項別明細書で御説明をいたします。 

 事項別明細書１８２ページ、１８３ページをお願いをいたします。 

 このたびの補正予算は、歳入歳出とも決算見込みによるものでございます。 

 初めに歳入でございます。 

 １款１項後期高齢者医療保険料、１目特別徴収保険料及び２目普通徴収保険料は、ともに減額

補正でございます。 

 ３款繰入金、１項一般会計繰入金、２目保険基盤安定繰入金は減額補正を、４款１項１目繰越

金は、前年度繰越金の増額補正でございます。 

 続きまして、歳出でございます。 

 １８４ページ、１８５ページをお願いをいたします。 

 ２款１項１目後期高齢者医療広域連合納付金は減額補正でございます。 

 ４款１項１目予備費は増額補正でございます。 

 説明につきましては、以上でございます。 

○議長（吉野伸康君）  以上で、提案理由の説明を終わります。 

 これより質疑を行います。 
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 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終結いたします。 

 本案は、会議規則第３７条第３項の規定により、委員会付託を省略したいと思います。 

 これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、本案は委員会付託を省略いたします。 

 これより討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これをもって討論を終結いたします。 

 これより直ちに採決を行います。 

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

 起立多数です。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

日程第４  議案第３２号 

 

○議長（吉野伸康君）  日程第４、議案第３２号 令和２年度江田島市介護保険（保険事業勘

定）特別会計補正予算（第５号）を議題といたします。 

 直ちに提出者から提案理由の説明を求めます。 

 明岳市長。 

○市長（明岳周作君）  ただいま上程されました議案第３２号 令和２年度江田島市介護保険

（保険事業勘定）特別会計補正予算（第５号）でございます。 

 令和２年度江田島市介護保険（保険事業勘定）特別会計補正予算（第５号）は、次に定めると

ころによる。 

 歳入歳出予算の補正。 

 第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１億５，１８１万３，０００円を減額し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３４億９，３１６万１，０００円とする。 

 第２項 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予

算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 内容につきましては、福祉保健部長から説明をいたします。よろしくお願いいたします。 

○議長（吉野伸康君）  仁城福祉保健部長。 

○福祉保健部長（仁城靖雄君）  それでは、議案第３２号につきまして、歳入歳出補正予算事

項別明細書で御説明をいたします。 



 

－67－ 

 事項別明細書の１９０ページ、１９１ページをお願いをいたします。 

 このたびの補正予算は、歳入歳出とも実績見込みや決算見込みなどによるものでございます。 

 初めに歳入でございます。 

 １款保険料、１項介護保険料、１目第１号被保険者特別徴収保険料は、減額補正を、３款国庫

支出金、１項国庫負担金、１目介護給付費負担金は、現年度で減額、過年度で増額補正でござい

ます。 

 ２項国庫補助金、１目財政調整交付金、２目及び３目地域支援事業交付金、１つ飛ばしまして、

６目介護保険保険者努力支援交付金は、各交付金の減額補正を、４目保険者機能強化推進交付金

は増額補正でございます。 

 次のページ、１９２ページ、１９３ページをお願いをいたします。 

 ４款１項支払基金交付金、１目介護給付費交付金及び２目地域支援事業支援交付金は、減額補

正でございます。 

 ５款県支出金、１項県負担金、１目介護給付費負担金は減額補正を、３項県補助金、１目及び

２目地域支援事業交付金は減額補正を、６款財産収入、１項財産運用収入、１目利子及び配当金

は、介護給付費準備基金利子の減額補正でございます。 

 １９４ページ、１９５ページをお願いをいたします。 

 ７款繰入金、１項一般会計繰入金、１項介護給付費繰入金、２目及び３目地域支援事業繰入金、

５目その他一般会計繰入金は、それぞれ減額補正を、２項１目介護保険（介護サービス事業勘定）

特別会計繰入金は増額補正を、９款諸収入、２項４目雑入は、社会保険料の減額補正でございま

す。 

 続きまして、歳出でございます。 

 １９６ページ、１９７ページをお願いをいたします。 

 １款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費は、介護保険一般事業費で、介護保険事業計画

策定業務委託料などの減額補正を、２項介護認定審査会費、１目介護認定費は、委員報酬などの

減額補正でございます。 

 ２款保険給付費、１項介護サービス等諸費、１目居宅介護サービス給付費の減額補正でござい

ます。 

 次のページ、１９８ページ、１９９ページをお願いをいたします。  

 ３目地域密着型サービス給付費は増額補正を、５目施設介護サービス給付費は減額補正を、８

目居宅介護住宅改修費は増額補正を、９目居宅介護サービス計画給付費は減額補正でございます。 

 ２００ページ、２０１ページをお願いをいたします。 

 ２項介護予防サービス等諸費、３目地域密着型介護予防サービス給付費は減額補正を、５目介

護予防福祉用具購入費及び６目介護予防住宅改修費は増額補正を、７目介護予防サービス計画給

付費は減額補正でございます。 

 ２０２ページ、２０３ページをお願いをいたします。 

 ４項高額介護サービス等費、１目高額介護サービス費は増額補正を、６項特定入所者介護サー

ビス等費、１目特定入所者介護サービス費は減額補正を、４款１項基金積立金、１目介護給付費

準備基金積立金は、積立金の増額補正でございます。 

 ２０４ページ、２０５ページをお願いをいたします。 
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 ５款地域支援事業費、１項地域支援事業管理費、１目一般管理費は、財源更正でございます。 

 ２項１目介護予防生活支援サービス事業費は、訪問型サービス事業費などの減額補正を。 

 このページ下段から次のページ、２０６ページ、２０７ページをお願いをいたします。 

 ３項１目一般介護予防事業費は、介護予防活動奨励品や参加者登録システム導入業務委託料な

どの減額補正を、４項包括的支援事業・任意事業費、１目包括支援事業費は、認知症初期集中支

援推進事業委託料の減額補正を、２目任意事業費は、老人福祉扶助費の減額補正でございます。 

 なお、２０８ページから２１０ページには給与費明細書をお示ししております。 

 失礼いたしました。歳入のところの１９０ページ、１９１ページでございます。 

 ６目の介護保険保険者努力支援交付金のところですが、減額補正と言いましたのは増額補正で

ございます。 

 説明につきましては、以上でございます。 

○議長（吉野伸康君）  以上で、提案理由の説明を終わります。 

 これより質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終結いたします。 

 本案は、会議規則第３７条第３項の規定により、委員会付託を省略したいと思います。 

 これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 御異議なしと認めます。 

 よって、本案は委員会付託を省略いたします。 

 これより討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これをもって討論を終結いたします。 

 これより直ちに採決を行います。 

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

 起立多数です。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

日程第５  議案第３３号 

 

○議長（吉野伸康君）  日程第５、議案第３３号 令和２年度江田島市介護保険（介護サービ

ス事業勘定）特別会計補正予算（第２号）を議題といたします。 

 直ちに提出者から提案理由の説明を求めます。 

 明岳市長。 
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○市長（明岳周作君）  ただいま上程されました議案第３３号 令和２年度江田島市介護保険

（介護サービス事業勘定）特別会計補正予算（第２号）でございます。 

 令和２年度江田島市介護保険（介護サービス事業勘定）特別会計補正予算（第２号）は、次に

定めるところによる。 

 歳入歳出予算の補正。 

 第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ４１６万４，０００円を減額し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ１，８４１万４，０００円とする。 

 第２項 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予

算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 内容につきましては、福祉保健部長から説明をいたします。よろしくお願いいたします。 

○議長（吉野伸康君）  仁城福祉保健部長。 

○福祉保健部長（仁城靖雄君）  それでは、議案第３３号につきまして、歳入歳出補正予算事

項別明細書で説明をいたします。 

 事項別明細書の２１４ページ、２１５ページをお願いをいたします。 

 このたびの補正予算は、歳入歳出とも実績見込みや決算見込みなどによるものでございます。 

 初めに、歳入でございます。 

 １款サービス収入、１項１目介護予防給付費等収入は、介護予防サービス計画等収入の減額補

正を、２款財産収入、１項財産運用収入、１目利子及び配当金は、介護予防支援事業運営基金利

子の減額補正でございます。 

 ３款繰入金、１項１目介護保険（保険事業勘定）特別会計繰入金及び２項基金繰入金、１目介

護予防支援事業運営基金繰入金は減額補正でございます。 

 次のページ、２１６ページ、２１７ページをお願いをいたします。 

 ４款１項１目繰越金は、前年度繰越金の増額補正で、５款諸収入、１項１目雑入は社会保険料

の減額補正でございます。 

 続きまして、歳出でございます。 

 ２１８ページ、２１９ページをお願いをいたします。 

 １款事業費、１項居宅予防支援事業費、１目介護予防支援事業費は介護支援専門員等の報酬や

介護予防サービス計画作成委託料等の減額補正でございます。 

 ２款諸支出金、１項繰出金、１目介護保険（保険事業勘定）特別会計繰出金の増額補正を、２

項基金費、１目介護予防支援事業運営基金費は、積立金の増額補正でございます。 

 なお、２２２ページには給与費明細書をお示ししております。 

 説明につきましては以上でございます。 

○議長（吉野伸康君）  以上で、提案理由の説明を終わります。 

 これより質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終結いたします。 

 本案は、会議規則第３７条第３項の規定により、委員会付託を省略したいと思います。 
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 これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 御異議なしと認めます。 

 よって、本案は委員会付託を省略いたします。 

 これより討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これをもって討論を終結いたします。 

 これより直ちに採決を行います。 

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

 起立多数です。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

日程第６  議案第３４号 

 

○議長（吉野伸康君）  日程第６、議案第３４号 令和２年度江田島市住宅新築資金等貸付事

業特別会計補正予算（第１号）を議題といたします。 

 直ちに提出者から提案理由の説明を求めます。 

 明岳市長。 

○市長（明岳周作君）  ただいま上程されました議案第３４号 令和２年度江田島市住宅新築

資金等貸付事業特別会計補正予算（第１号）でございます。 

 令和２年度江田島市住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算（第１号）は次に定めるところ

による。 

 歳入歳出予算の補正。 

 第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３００万円を追加し、歳入歳出予算の総額を

歳入歳出それぞれ１，４４０万円とする。 

 第２項 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予

算の金額は、第１表 歳入歳出予算補正による。 

 内容につきましては、市民生活部長から説明をいたします。よろしくお願いいたします。 

○議長（吉野伸康君）  山井市民生活部長。 

○市民生活部長（山井法男君）  それでは、議案第３４号 住宅新築資金等貸付事業特別会計

補正予算（第１号）について説明いたします。 

 事項別明細書の２２６、２２７ページをお願いします。 

 このたびの補正は、前年度決算の確定に伴う繰越金の増額及び貸付金について、繰上償還があ

ったことに伴い市債の繰上償還をする必要が生じたため、予算の補正をお願いするものでござい

ます。 

 それではまず、歳入です。 
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 ２款１項１目繰越金、補正額１６３万８，０００円、これは前年度の繰越額についての増額補

正です。 

 ３款諸収入、２項１目貸付金元利収入、現年度及び過年度の貸付金元利収入合わせて１３６万

２，０００円の増額補正です。 

 次に、歳出です。 

 次のページ２２８、２２９ページをお願いします。 

 １款１項住宅新築資金等貸付事業費、１目貸付事業事務費、一般会計繰出金１７１万５，００

０円の増額補正です。 

 ２款１項公債費、１目元金、市債元金償還金、１２８万５，０００円の増額補正です。 

 なお、２３０ページに地方債現在高の見込みに関する調書をお示ししております。 

 以上、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３００万円を追加し、歳入歳出予算の総額をそ

れぞれ１，４４０万円とする、令和２年度江田島市住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算

（第１号）の説明を終わります。 

○議長（吉野伸康君）  以上で提案理由の説明を終わります。 

 これより、質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終結いたします。 

 本案は、会議規則第３７条第３項の規定により、委員会付託を省略したいと思います。 

 これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 御異議なしと認めます。 

 よって、本案は委員会付託を省略いたします。 

 これより討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これをもって討論を終結いたします。 

 これより直ちに採決を行います。 

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

 起立多数です。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 この際、暫時休憩いたします。１３時まで休憩をいたします。 

                           （休憩 １２時０１分） 

                           （再開 １３時００分） 

○議長（吉野伸康君）  休憩前に引き続き、会議を開きます。 
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日程第７  議案第３５号 

 

○議長（吉野伸康君）  日程第７、議案第３５号 令和２年度江田島市港湾管理特別会計補正

予算（第１号）を議題といたします。 

 直ちに提出者から提案理由の説明を求めます。 

 明岳市長。 

○市長（明岳周作君）  ただいま上程されました議案第３５号 令和２年度江田島市港湾管理

特別会計補正予算（第１号）でございます。 

 令和２年度江田島市港湾管理特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算の補正。 

 第１条 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予

算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 内容につきましては、土木建築部長から説明をいたします。よろしくお願いいたします。 

○議長（吉野伸康君）  廣中土木建築部長。 

○土木建築部長（廣中伸孝君）  それでは、議案第３５号につきまして、歳入歳出補正予算事

項別明細書により説明いたします。 

 事項別明細書２３４、２３５ページをお願いいたします。 

 このたびの補正は、新型コロナウイルス感染拡大に伴い、売上げが減少した事業者の使用料減

免による減額及び減額分について、県補助金が措置されていることから、港湾管理特別会計へ繰

り入れを行うものです。 

 歳入につきまして、１款使用料及び手数料、１項使用料、１目桟橋使用料、補正額１，２５０

万２，０００円。 

 ４目港湾施設使用料、補正額３３０万３，０００円、いずれも使用料収入の減額補正です。 

 次に、２款繰入金、１項１目一般会計繰入金、補正額１，５８０万５，０００円、これは一般

会計に算入される県補助金を港湾管理特別会計へ繰り入れを行うものです。 

 次に、事業別明細書２３６、２３７ページをお願いいたします。 

 歳出につきましては、歳出額の補正はありませんが財源更正をしております。このため、歳入

歳出予算の総額に変更はございません。 

 以上で説明を終わります。 

○議長（吉野伸康君）  以上で、提案理由の説明を終わります。 

 これより質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終結いたします。 

 本案は、会議規則第３７条第３項の規定により、委員会付託を省略したいと思います。 

 これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 御異議なしと認めます。 
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 よって、本案は委員会付託を省略いたします。 

 これより討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これをもって討論を終結いたします。 

 これより直ちに採決を行います。 

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

 起立多数です。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

日程第８  議案第３６号 

 

○議長（吉野伸康君）  日程第８、議案第３６号 令和２年度江田島市地域開発事業特別会計

補正予算（第１号）を議題といたします。 

 直ちに提出者から提案理由の説明を求めます。 

 明岳市長。 

○市長（明岳周作君）  ただいま上程されました議案第３６号 令和２年度江田島市地域開発

事業特別会計補正予算（第１号）でございます。 

 令和２年度江田島市地域開発事業特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

 繰越明許費第１条、地方自治法第２１３条第１項の規定により、翌年度に繰り越して使用する

ことができる経費は、「第１表 繰越明許費」による。 

 内容につきましては、土木建築部長から説明をいたします。よろしくお願いいたします。 

○議長（吉野伸康君）  廣中土木建築部長。 

○土木建築部長（廣中伸孝君）  それでは、議案第３６号につきまして説明いたします。 

 補正予算書の３８ページをお願いいたします。 

 このたびの補正は、繰越明許費の計上でございます。 

 １款１項地域開発事業費、地域開発事業の水産加工場用地整備工事の繰り越しをお願いするも

のです。これは県が実施しております埋立工事の遅れによりまして、市が実施する工事請負費１，

２８６万４，０００円を繰り越しするものでございます。 

 以上で説明を終わります。 

○議長（吉野伸康君）  以上で提案理由の説明を終わります。 

 これより、質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終結いたします。 

 本案は、会議規則第３７条第３項の規定により、委員会付託を省略したいと思います。 
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 これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 御異議なしと認めます。 

 よって、本案は委員会付託を省略いたします。 

 これより討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これをもって討論を終結いたします。 

 これより直ちに採決を行います。 

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

 起立多数です。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

日程第９  議案第３７号 

 

○議長（吉野伸康君）  日程第９、議案第３７号 令和２年度江田島市宿泊施設事業特別会計

補正予算（第１号）を議題といたします。 

 直ちに提出者から提案理由の説明を求めます。 

 明岳市長。 

○市長（明岳周作君）  ただいま上程されました議案第３７号 令和２年度江田島市宿泊施設

事業特別会計補正予算（第１号）でございます。 

 令和２年度江田島市宿泊施設事業特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算の補正。 

 第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１億１０８万８，０００円を減額し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２，０４１万２，０００円とする。 

 第２項 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予

算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 内容につきましては、産業部長から説明をいたします。よろしくお願いいたします。 

○議長（吉野伸康君）  泊野産業部長。 

○産業部長（泊野秀三君）  それでは、議案第３７号について説明をいたします。 

 旧能美海上ロッジの解体につきましては、完全解体及び一部活用を比較検討した結果、関係機

関の意見を踏まえ、周辺海域の環境に配慮した工法で完全に解体撤去することになりましたので、

今年度の工事着手を見送り、新年度以降に工期を変更いたします。このため予定しておりました

解体工事請負費を減額いたします。 

 内容につきましては、事項別明細書により説明をいたします。 

 ２４２ページ、２４３ページをお開きください。 

 まず、歳入です。 
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 １款繰入金、１項一般会計繰入金、１目一般会計繰入金として、１億２６４万３，０００円を

減額します。この内訳は、歳出の工事費１億１０８万８，０００円の減額と、前年度からの繰越

金が１５５万５，０００円生じたことで、一般会計からの繰入金を同額減額いたしますので、２

つの減額を合わせた額になっております。 

 ２款繰越金、１項繰越金、１目繰越金として、先ほど申し上げました前年度からの繰越金１５

５万５，０００円を増額しております。 

 ２４４ページ、２４５ページをお開きください。 

 続いて、歳出です。 

 １款事業費、１項管理費、１目管理費、宿泊施設管理運営事業費として、工事請負費１億１０

８万８，０００円の減額をしております。 

 以上で説明を終わります。 

○議長（吉野伸康君）  以上で提案理由の説明を終わります。 

 これより、質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終結いたします。 

 本案は、会議規則第３７条第３項の規定により、委員会付託を省略したいと思います。 

 これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、本案は委員会付託を省略いたします。 

 これより討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これをもって討論を終結いたします。 

 これより直ちに採決を行います。 

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

 起立多数です。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

日程第１０  議案第３８号 

 

○議長（吉野伸康君）  日程第１０、議案第３８号 令和２年度江田島市水道事業会計補正予

算（第４号）を議題といたします。 

 直ちに提出者から提案理由の説明を求めます。 

 明岳市長。 
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○市長（明岳周作君）  ただいま上程されました議案第３８号 令和２年度江田島市水道事業

会計補正予算（第４号）でございます。 

 内容につきましては、企業局長から説明をいたします。よろしくお願いいたします。 

○議長（吉野伸康君）  木下企業局長。 

○企業局長（木下 隆君）  それでは、議案第３８号 令和２年度江田島市水道事業会計補正

予算（第４号）について、御説明いたします。 

 このたびの補正は、主に今年度事業の執行見込みによる事業費の減額と、税務署へ納付する消

費税の増額補正などを行うものです。 

 補正予算書１ページをごらんください。 

 第１条 令和２年度江田島市水道事業会計の補正予算（第４号）は、次に定めるところによる。 

 第２条 令和２年度江田島市水道事業会計予算第３条に定めた収益的支出の予定額を次のとお

り補正するものです。 

 第１款水道事業費用の第１項営業費用を９００万円減額し、第２項営業外費用を６９１万円の

増額補正を行いまして、第１款水道事業費用の補正後合計額を７億８，４７４万７，０００円と

するものです。 

 補正の内容につきましては、５ページの費目別内訳書をごらんください。 

 （１）収益的支出について、水道事業費用の第１項営業費用、第１目原水及び浄水費の動力費

及び受水費を実績見込みの減に伴い、合わせて９００万円減額。 

 第２項営業外費用、第５目消費税及び地方消費税について、営業費用の減額や資本費における

工事費を翌年度に繰り越すことなどの要因により、工事費等で支払う消費税が減額となります。

よって水道料金等で預かった消費税から、費用で支払った消費税の額を差し引くと、預かった消

費税が多くなり、税務署へ納付する消費税予算が不足するため、その額６９１万円を増額するも

のです。 

 次に、６ページから７ページの予算繰越計算書をお願いします。 

 予算の繰越しについて第１款資本的支出、第１項建設改良費の災害復旧事業につきまして、翌

年度へ２，１１５万円繰越しをするものです。繰越しの理由といたしましては、三高地区木ノ下

川沿線の水道管災害復旧工事を予定していましたが、河川や市道の災害復旧工事が遅れたことな

どにより、工事に着手できなかったことから、年度内の完成が困難となったため、翌年度に繰り

越しするものです。 

 その他、実施計画は３ページに、キャッシュ・フロー計算書は４ページに記載してあるとおり

です。 

 以上で、説明を終わらせていただきます。よろしくお願いします。 

○議長（吉野伸康君）  以上で、提案理由の説明を終わります。 

 これより質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終結いたします。 

 本案は、会議規則第３７条第３項の規定により、委員会付託を省略したいと思います。 
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 これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 御異議なしと認めます。 

 よって、本案は委員会付託を省略いたします。 

 これより討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これをもって討論を終結いたします。 

 これより直ちに採決を行います。 

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

 賛成多数です。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

日程第１１  議案第３９号 

 

○議長（吉野伸康君）  日程第１１、議案第３９号 令和２年度江田島市下水道事業会計補正

予算（第４号）を議題といたします。 

 直ちに提出者から提案理由の説明を求めます。 

 明岳市長。 

○市長（明岳周作君）  ただいま上程されました議案第３９号 令和２年度江田島市下水道事

業会計補正予算（第４号）でございます。 

 内容につきましては、企業局長から説明をいたします。よろしくお願いいたします。 

○議長（吉野伸康君）  木下企業局長。 

○企業局長（木下 隆君）  それでは、議案第３９号 令和２年度江田島市下水道事業会計補

正予算（第４号）について御説明いたします。 

 このたびの補正は、主に今年度事業の執行見込みによる事業費の減額とそれに伴う財源の補正、

及び国の３次補正予算に伴い、次年度に予定していた更新工事を前倒しし、施工するため、補正

するものです。 

 補正予算書１ページをごらんください。 

 第１条 令和２年度江田島市下水道事業会計の補正予算（第４号）は、次に定めるところによ

る。 

 第２条 令和２年度江田島市下水道事業会計予算第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額

を次のとおり補正するものです。 

 まず収入について、第１款下水道事業収益の第１項営業収益を５０万円減額、第２項営業外収

益を４０４万６，０００円の減額補正を行いまして、第１款下水道事業収益の補正後合計額を１

４億７，７６４万９，０００円とするものです。 

 支出については、第１款下水道事業費用の第１項営業費用を５００万円の減額補正を行いまし
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て、下水道事業費用の補正後合計額を１４億８，０４９万５，０００円とするものです。 

 第３条 予算第４条に定めた資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正するものです。 

 第３条本文の下段をごらんください。 

 まず、収入について、第１款資本的収入の第１項企業債を９０万円減額、第３項国庫補助金を

２５０万円の増額を行いまして、第１款資本的収入の補正後合計額を３億８，６４１万４，００

０円とするものです。 

 支出については、第１款資本的支出の第１項建設改良費を５５０万円増額補正を行い、資本的

支出の補正後合計額を７億６，９９２万４，０００円とするものです。 

 補正の内容につきましては、５ページの費目別内訳書をごらんください。 

 （１）収益的収入及び支出の部のまず下表の支出についてでございます。 

 下水道事業費用の第１項営業費用、第２目処理場費の委託料について、浄化センターの維持管

理委託費などの実績見込みによる執行残５００万円を減額するものです。 

 次に、上表の収入については、下水道事業費用の減額に伴い、下水道事業収益、第１項営業収

益、第１目一般会計負担金の、その他負担金を５０万円減額、第２項営業外収益、第１目一般会

計補助金を４０４万６，０００円減額し、合わせて下水道事業収益を４５４万６，０００円減額

するものです。 

 また、（２）資本的収入及び支出の部の下表の支出についてでございます。 

 資本的支出、第１項建設改良費、第１目管渠整備費の工事請負費について、大柿処理区深江地

区のナンバー３、マンホールポンプ制御盤が故障したため、令和３年度に補助事業で更新する予

定としていましたが、国の３次補正予算により前倒しして対応することが可能となったことから、

工事請負費を６５０万円増額し、年度をまたぎ、繰越工事として実施するものです。 

 次に、第４目災害復旧費の工事請負費については、三高地区木ノ下川沿線道路等の災害復旧に

合わせ下水道管の復旧工事を予定していましたが、年度内に道路等の復旧工事に着手できなかっ

たことから、工事請負費１００万円を減額し、令和３年度の予算に再計上するものです。 

 このことより、第１款資本的支出の補正後合計額を７億６，９９２万４，０００円とするもの

です。 

 次に、上表の収入については、災害復旧費の減額に伴い、資本的収入の第１項企業債、第２目

第１節災害復旧債を９０万円減額し、管渠整備費の追加内示に伴い、第３項国庫補助金、第１目

第１節社会資本整備総合交付金２５０万円を増額しまして、第１款資本的収入の補正後合計額を

３億８，６４１万４，０００円とするものです。 

 １ページに戻っていただきまして、第３条本文をごらんください。 

 予算第４条本文括弧書き中、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額、３億７，９６１

万円を３億８，３５１万円に増額し、補塡財源である当年度分消費税及び地方消費税、資本的収

支調整額３，２３７万９，０００円を３，１６９万７，０００円に減額及び当年度分損益勘定留

保資金３億３，７７４万８，０００円を３億４，２３３万円に改め、補正するものです。 

 第４条、予算第６条に定めた災害復旧費の企業債限度額５９０万円を５００万円に改めるもの

です。 

 第５条、予算第９条に定めた一般会計補助金を２億９，５９９万８，０００円を２億９，１９

５万２，０００円に改めるものです。 
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 次に、６ページから７ページの予算繰越計算書をお願いします。 

 予算の繰り越しについて、第１款資本的支出、第１項建設改良費の３事業を合わせて２億２，

２００万円翌年度に繰り越しするものです。 

 まず、管渠整備事業につきましては、令和３年度に予定していた深江地区ナンバー３マンホー

ルポンプ制御盤更新工事を国の３次補正により前倒しして対応することが可能となったことから、

年度をまたぎ、繰越工事として実施するものです。 

 次に、処理場整備事業については、中央浄化センターの更新工事を日本下水道事業団に委託し

実施していますが、人材不足等の影響により２度の入札不調となり、年度内の完成が困難となっ

たことによるものです。また、災害復旧事業については、大須差須浜地区の下水道管災害復旧工

事を予定していましたが、里道災害復旧工事の完成が遅れたことにより、年度内の完成が困難と

なったため、翌年度へ繰り越しするものです。 

 その他実施計画は３ページに、キャッシュ・フロー計算書は４ページに記載してあるとおりで

す。 

 以上で説明を終わらせていただきます。よろしくお願いします。 

○議長（吉野伸康君）  以上で、提案理由の説明を終わります。 

 これより質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終結いたします。 

 本案は、会議規則第３７条第３項の規定により、委員会付託を省略したいと思います。 

 これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 御異議なしと認めます。 

 よって、本案は委員会付託を省略いたします。 

 これより討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これをもって討論を終結いたします。 

 これより直ちに採決を行います。 

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

 起立多数です。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

日程第１２  市長施政方針 

 

○議長（吉野伸康君）  日程第１２、市長施政方針を行います。 
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 明岳市長。 

○市長（明岳周作君）  それでは、令和３年度江田島市当初予算案の提出に際しまして、施政

方針を述べさせていただきます。 

 新型コロナウイルス感染症は、令和元年１２月以降、中華人民共和国湖北省武漢市における病

原体不明の肺炎患者の発生が報告されたことに端を発し、令和２年１月１５日に、国内で初めて

患者の発生が確認されました。以来、昨日２月２５日時点の国内の感染者数は４２万９，３８１

人、死亡者数は７，７４６人となり、江田島市内においても一時クラスターの発生が認められる

など、いまだ収束の兆しは見られません。この新たな疾病により２度にわたる緊急事態宣言、人

と人の接触機会の低減要請、飲食店等への営業時間の短縮要請、イベント等の制限などが生じ、

私たちの日常生活に大きな影響を与えるとともに、社会構造の再構築を迫られるものとなりまし

た。マスクの着用や手洗いのほか、人と人の密集状況の回避、身を守るためのワクチンの接種な

ど、人類は、この新たなウイルスとの闘いへの知見を着実に積み重ねておりますものの、収束ま

で予断を許さない状況が続くと考えられます。 

 また、収束後も、疫病リスクに対する社会の脆弱性が明るみとなったことにより、この疾病の

発生前とは様相が異なる社会への変革が急速に進展することが予想されます。令和２年１２月に

閣議決定された「国民の暮らしを守る安心と希望のための総合経済対策」では、新型コロナウイ

ルス感染症の拡大防止と、ポストコロナに向けた経済構造への転換が、施策の大きな柱に据えら

れております。また、同月に発表された、広島県の「県政運営の基本方針２０２１」では、社会

環境の変化を見据え、デジタル化の促進や広島県のブランド強化などが掲げられております。疾

病の蔓延下にあって、市民の皆様の暮らしや経済を最大限守る「Ｗｉｔｈコロナ」。収束後の新

たな社会を見据え、その対応を図る「Ａｆｔｅｒコロナ」。令和３年度にあっては、この２つの

視点を踏まえつつ、市政を運営してまいります。 

 次に、我が国全体の課題であり、かつ、本市にとって、直面する喫緊の課題である人口問題に

ついてでございます。本市の令和３年１月１日現在の人口は、２万２，３５６人でございます。

前年同日の人口は、２万２，９３２人であり、１年間で５７６人もの減少となっております。減

少の内訳は、出生と死亡の差引きである自然減が３７０人、転入と転出の差引きである社会減が

２０６人となっており、いまだ人口減少傾向の改善に向けた糸口をつかめてはおりません。人口

減少は、道路河川・上下水道などの社会インフラ、地域のコミュニティー、地域内の消費やしご

との場、医療・介護の担い手など、本市の暮らしを支える機能を弱体化させ、今ある暮らしの水

準の維持すら困難を生じさせる、非常に大きな課題でございます。こうした課題をしっかりと認

識した上で、新型コロナウイルス感染症への対応に加え、人口問題についても、これまで以上の

危機感を持って、全力で取り組んでまいります。 

 令和３年度の市政運営においては、限られた財源の中で、疾病予防や日常を支える機能の維持

という生活を守る施策と、疾病収束後を見据えた経済活動や社会構造の変化に対応する攻めの施

策を、その時々の状況を踏まえつつ柔軟に対応する必要がございます。市民の皆様の豊かな暮ら

しを守るとともに、次の世代に、その豊かさを引き継いでいく。このことを念頭に、社会全体が

大きな変革期にある中での市政運営に、全身全霊で取り組んでまいります。 

 平成３０年に発生した豪雨災害は、市内各地に大きな被害を与え、その復旧に多額の費用を要

しました。復旧工事が行われるまでの間、市民の皆様には多大な御迷惑をおかけしましたが、令
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和３年度で、おおむね市の施工箇所は完了する見込みでございます。令和３年度予算においては、

この災害復旧費の減のほか、歳出抑制を図ったことにより、一般会計の予算規模は約１４０億円、

前年度と比べ約１９億円の減少となっております。歳入は、約１億１，０００万円の市税の減を

見込んでおり、基金繰り入れは、特定目的基金の取り崩しを含め約５億７，０００万円を計上す

るという、厳しいものとなっております。しかしながら、先ほど申し上げたとおり、「Ｗｉｔｈ

コロナ」「Ａｆｔｅｒコロナ」、そして人口減少への対応は、経営資源を集中的に投資し、最優

先で取り組むべき課題でございます。令和３年度予算では、令和２年度事業の繰越分も組み合わ

せつつ、新型コロナウイルス感染症への対応に全力で取り組むとともに、「しごとの創出」「子

育てしやすい環境づくり」及び「健康寿命の延伸」の３つの重点テーマを掲げた上で、「協働と

交流で創りだす『恵み多き島えたじま』」、そして、「住む人も、訪れる人も『ワクワクできる

島』えたじま」づくりに取り組んでまいります。 

 それでは、まず、新型コロナウイルス感染症への対応についてでございます。 

 これにつきましては、これまで、令和２年度補正予算において、消毒液やマスクの各施設への

配置などによる「感染症予防」、子育て世帯や生活困窮者等への給付、交通事業者が実施するコ

ロナ対策への補助などによる「暮らしの確保」、市内事業者が受けた融資額の一部支援、飲食店

で利用可能なプレミアムお食事券の発行などの「経済活動への支援」、ＩＣＴを活用して児童生

徒の学習支援を行うＧＩＧＡスクール事業、移住定住ポータルサイトの新設などによる「新たな

社会への対応」など、疾病蔓延下にあっても、市民生活を守り、次なる社会に備える取り組みを

精力的に実施してまいりました。令和３年度においても、引き続き、新型コロナウイルス感染症

への対応に、全力を尽くしてまいります。 

 なお、令和３年１月２８日に成立した、国の令和２年度補正予算（第３号）を踏まえた本市の

コロナ対策の取組事業について、現在、整理を行っているところであり、別途、令和３年度補正

予算として、議会にお諮りする予定でございます。このため、この場においては、令和３年度当

初予算に計上しているものを中心に述べさせていただきます。 

 まず、「暮らしの安心の確保」として、令和２年度補正予算として上程させていただいた新型

コロナウイルスのワクチン接種を着実に実施するとともに、公共施設などで必要となる消毒液や

マスクその他の消耗品を確保いたします。次に、「経済の活力づくり」として、事業者の皆様に

よるＡｆｔｅｒコロナを見据えた施設整備や販路開拓などを、「江田島市がんばりすと応援事業」

で支援するとともに、「無料職業紹介事業」により、求職者への仕事の紹介を図ってまいります。 

 次に、「新たな暮らしの潮流への対応」として、地方回帰の流れを見込み、メディアへのプレ

スリリースの配信などによる本市のＰＲ、移住交流拠点施設フウドを活用した市内外の人々のつ

ながりづくりなどにより、本市への移住者の確保や、サテライトオフィスの誘致を図ってまいり

ます。新型コロナウイルス感染症は、刻々とその状況が変化いたしますので、それに応じた適切

な事業を、迅速かつ柔軟に対応してまいります。 

 続きまして、重点テーマであります「しごとの創出」「子育てしやすい環境づくり」及び「健

康寿命の延伸」についてでございます。 

 まず、１点目の「しごとの創出」についてでございます。 

 第１次産業の振興については、就農ハウス設備等の整備や新規農業・漁業就業者への経費支援、

稚魚の集中放流の実施などにより、新たな担い手の確保や資源の増進を図るとともに、捕獲報償
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金の支給や防除施設の設置補助などにより、有害鳥獣被害の抑制を図ってまいります。また、

「しごと」を市内に創出すべく、成果を生み出しつつあるサテライトオフィスの誘致促進や、

「江田島市がんばりすと応援事業」による、市内での起業や新分野進出、ブランド化などに取り

組む事業者支援を実施いたします。また、市商工会との連携のもと、「市商工会補助金」や「商

工業等振興資金補助金」等により、市内事業者の事業継続や経営安定、生産性の向上などの総合

的な経営支援を実施してまいります。また、観光産業の振興のため、長瀬海岸付近の新ホテルの

周辺を整備するとともに、現在開催中の「えたじまものがたり博覧会」など、各種観光イベント

を実施してまいります。また、企業の誘致や生産性向上などにより生み出す「しごと」について、

「無料職業紹介事業」により、求職者との着実なマッチングを図ってまいります。本市の転出超

過の最も大きな要因は、依然として「しごと」を理由とするものであり、市内へ「しごと」を創

出することは、就業世代の市内定着及び移住者の確保に、大きな効果を発揮することが期待でき

ます。 

 本市の「しごと」づくりは、幸いにして、新ホテルのほか、旧秋月小学校への工場進出、首都

圏のＩＴ企業のオフィス進出などの明るい兆しが芽吹き始めております。「しごとの創出」は、

人口減少傾向の改善に即効性があり、かつ、有効な手段であるとの認識のもと、取り組みを進め

てまいります。 

 次に、２点目の「子育てしやすい環境づくり」についてでございます。 

 妊娠に向けた支援として、不妊治療費助成の対象を、現在の特定不妊治療に加えて、不妊検

査・一般不妊治療にまで拡大し、出産に関する希望をかなえるお手伝いをいたします。また、妊

娠期・出産期における支援として、産婦健康診査費の助成対象回数を拡充するとともに、産後ケ

ア事業の対象に、新たに宿泊型事業を追加いたします。また、幼少期の子育てを応援するため、

認定こども園きりくしの新築工事の設計を実施するとともに、会員相互で子供の一時預かりなど

を行う「ファミリーサポートセンター」や病児・病後児保育の着実な運営を行い、親子ともに安

心して島で子育てができる環境を整えてまいります。また、児童生徒に対しては、授業の質を高

めるため、市内小中学校に指導者用デジタル教科書を導入するとともに、外国語指導助手の派遣

や英語検定の費用を助成するなど、確かな学力の定着・向上を図ってまいります。また、「さと

うみ科学館」における「里海学習」などにより、本市の豊かな環境を生かした教育活動を展開し

てまいります。さらには、乳幼児等医療費助成について、小学校６年生修了までとしている入院

助成の対象者を、中学校３年生修了時までに拡充するとともに、通学定期券の購入補助制度を継

続することなどにより、子育てに要する経費負担の軽減を図ってまいります。 

 子供たちは、未来を担い、切り開いていく大切な存在でございます。近々、子育て世代包括支

援センター周辺整備工事で、元気に遊ぶことができる子育て広場の整備にも着手いたします。こ

れらの取り組みにより、大切な宝である本市の子供たちが、安心して生まれ、学び、育つことが

できる環境を整えてまいります。 

 次に、３点目の「健康寿命の延伸」についてでございます。 

 市民の皆様が、明るい暮らしを送るために大切なのは、御自身が健康であることでございます。

このため、病気のリスクを発見し、重症化を防ぐため、生活習慣病健診の実施やがん検診の受診

勧奨、予防接種費用への支援を行ってまいります。また、高齢者の皆様が地域で自立した生活を

営むための阻害要因であるフレイル（虚弱）を予防するため、訪問活動や予防教室などを実施す
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るとともに、健康相談や健康づくり教室による生活習慣病などの発症予防、食育講座や食育体験

による健全な食生活の普及などに取り組み、市民の皆様一人一人の健康づくりのお手伝いをして

まいります。また、地域で活動する「つどいの場」の運営支援や、参加に対するマイレージポイ

ントの付与、高齢者の皆様が住み慣れた地域で暮らし続けるための相談受付・適切な支援への移

行などに引き続き取り組んでまいります。 

 また、高齢者の皆様による自らの知識技能を生かした地域社会づくりの参画や、サークル活動

を通じた生きがいづくりなどを推進するため、シルバー人材センターや老人クラブの活動を支援

してまいります。健康寿命の延伸に取り組むことにより、市民の皆様が、明るく元気に、安心し

て地域で暮らしを営むことができる江田島市づくりを図ってまいります。 

 新型コロナウイルス感染症の蔓延により、社会情勢は、数か月単位で目まぐるしく変化をして

おり、市政においては、その時々の情勢に応じた必要な施策を、スピード感を持って展開してい

くことが求められております。令和３年度予算においては、当初予算のみならず、必要に応じて

補正予算を編成し、この国難ともいうべき非常事態に、柔軟かつしっかりと対応していく必要が

ございます。このため、今回の予算は、決意の意味を込め、「暮らしと経済を守り抜く予算」と

名づけたいと考えております。 

 令和３年度の当初予算は、一般会計が前年度と比べ１８億５，０００万円、１１．７％減の１

３９億７，０００万円といたしました。また、特別会計は９会計で、前年度と比べ３億９，８０

０万円、５％減の７６億２，０００万円、企業会計は２会計で、前年度と比べ１億５，８００万

円、４．６％減の３２億５，０００万円といたしました。企業会計を含む総予算規模は２４８億

４，１００万円で、前年度と比べ２４億７００万円、８．８％の減でございます。一般会計の内

容を歳入から見ますと、市税は、納税義務者数や個人所得の減少見込みによる個人市民税の減少、

土地評価額の下方修正や中小企業・小規模事業者への軽減に伴う固定資産税の減少などにより、

前年度と比べ１億９００万円、４．５％の減でございます。地方交付税のうち普通交付税は、地

域社会のデジタル化推進経費などの算定見直しなどを考慮し、前年度予算と同額を見込んでおり

ます。国庫支出金は、災害復旧費国庫負担金の減少などにより、１億２，４００万円、９．９％

の減、県支出金は、広島県知事選挙、衆議院議員総選挙の実施予定に伴います、委託金の増など

により７，０００万円、８．８％の増としております。市債は、三高交流プラザの整備負担金の

完了、災害復旧事業などの減少により、前年度と比べ５億３，２００万円、２９．１％の減とし

ております。なお、先ほども申し上げましたとおり、財源調整として、前年度と同様、基金の取

崩しを行っており、今回の予算では、財政調整基金から５億３，０００万円を見込んでおります。

一般会計におけるプライマリーバランスは黒字となり、令和３年度末の市債残高は、令和２年度

末に比べ６億３，６００万円減少する見込みでございます。 

 歳出におきましては、義務的経費は、障害者福祉費、小中学校の就学援助費の増加による扶助

費の増があるものの、職員数の減少による人件費の減、合併前に借り入れた市債の償還満了に伴

う元利償還金の減少などによる公債費の減により、全体で７，９００万円、１．１％の減として

おります。 

 投資的経費については、平成３０年７月豪雨災害に伴う災害復旧費が４億５，１００万円、９

７．５％の減のほか、社会資本整備総合交付金等の国・県補助金を活用した、道路維持・道路改

良事業、排水機場改修事業などに伴う、補助事業が１億３，７００万円、３１．２％の減、港湾



 

－84－ 

建設事業県負担金などの減少による県営事業負担金が２億５，０００万円、７０．２％の減とし

ております。また、単独事業は、認定こども園のうみ新築工事の完了などにより、２億１，７０

０万円、２０．６％の減となり、全体で１０億５，６００万円、４５．６％の減としております。

補助費等については、魅力ある宿泊観光関連施設整備事業の新ホテル等整備事業補助金の減など

により６億２，１００万円、２３．２％の減、繰出金については、地域開発事業特別会計への繰

り出しの減少などにより、４，８００万円、４．３％の減としております。 

 それでは、令和３年度の主要施策について、第２次総合計画に掲げる７項目の施策体系ごとに、

新規・拡充事業を中心に御説明をいたします。 

 まず、１点目の、教育・文化部門である「人が育ち輝くまち」についてでございます。 

 １つ目、ＩＣＴ教育を推進し、個々の学びに合わせた支援ツールとして活用するため、市内の

全小中学校に指導者用デジタル教科書を導入いたします。 

 ２つ目として、子育て世代の負担軽減を図るため、市内を発着点とする公共交通機関の通学定

期券を割引販売する事業者への補助を実施いたします。 

 ３つ目として、ふるさとを愛する豊かな心を持ち、地域の発展に貢献できる児童生徒を育むた

め、地域学習の充実や地域人材の活用などを実施いたします。 

 ４つ目として、大柿高校の活性化を図るため、魅力化コーディネーターの配置や公営塾の運営

支援、地域学の学習支援などを実施いたします。 

 ５つ目として、図書館の利用促進と図書への関心を喚起するため、江田島図書館開館３０周年

を記念した講演会の開催などを実施いたします。 

 次に、２点目の産業・観光部門である「元気な産業・観光を生み出すまち」についてでござい

ます。 

 １つ目として、本市の農業を取り巻く状況や土地利用状況などを踏まえつつ、農業振興と地域

開発等の調和の取れた農業振興地域整備計画を策定するための調査を実施いたします。 

 ２つ目として、第１次産業の担い手確保を図るため、農業・漁業の新規就業者が独立する際の

必要経費を支援いたします。 

 ３つ目として、有害鳥獣の防除のため、捕獲に対する報償金の支給や防除施設の設置に対する

補助を実施いたします。 

 ４つ目として、企業に対する情報発信やお試し勤務企画の開催、サテライトオフィス等の開設

経費への支援などにより、ＩＴ企業等の誘致を図ってまいります。 

 ５つ目として、観光戦略チーム「一歩」の取り組みとして、本市の魅力的な体験観光プログラ

ムを集めたイベント「えたじまものがたり博覧会」を開催いたします。 

 次に、３点目の福祉・保健部門である「健康で安心して暮らせるまち」についてでございます。 

 １つ目として、不妊治療の助成対象を、体外受精等を行う特定不妊治療に加え、不妊検査や人

工授精等を行う一般不妊治療まで拡充をいたします。 

 ２つ目として、子育て世帯の負担軽減を図るため、現在小学校６年生までとしている乳幼児等

医療費の入院分の対象を、中学校３年生までに拡充をいたします。 

 ３つ目として、認定こども園きりくしを、（仮称）切串交流プラザとの複合施設として移転新

設するための設計を実施いたします。 

 ４つ目として、高齢者の皆様のフレイル（虚弱）を予防し、健康づくりを推進するため、実態
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把握のための調査や予防教室の開催、フレイル予防ボランティアの募集などを実施いたします。 

 ５つ目として、障害者の皆様の負担を軽減するため、通所・通院に要する交通費の一部を支援

いたします。 

 次に、４点目の生活・環境部門である「生活と環境を守り高めるまち」についてでございます。 

 １つ目として、環境保全の取り組みを推進するため、現行の環境基本計画を更新策定いたしま

す。 

 ２つ目として、里山林に親しんでいただくため、野登呂山と砲台山をつなぐ登山道を整備いた

します。 

 ３つ目として、美しい海と海洋資源の保全を図るため、放置艇を処理いたします。 

 ４つ目として、下水道計画区域外等の水洗化を促進するため、合併浄化槽の設置を支援いたし

ます。 

 ５つ目として、人権啓発推進プランに基づき、人権啓発の取り組みを実施いたします。 

 次に、５点目の安全・安心部門である「災害に強く、安心して暮らせるまち」についてでござ

います。 

 １つ目として、広島広域都市圏内で避難行動が必要となった際に、最寄りの避難所の情報や避

難経路が取得可能となる誘導アプリを導入いたします。 

 ２つ目として、災害時の被害軽減等を図るため、防災資材の補充・整備を実施いたします。 

 ３つ目として、消防団の充実強化を図るため、秋月消防屯所を移転新築するとともに、大幸消

防屯所の改修に向けた設計を実施いたします。 

 ４つ目として、救急救命士や救急隊員の養成・研修教育により、救急高度化を推進いたします 

 ５つ目として、安全・安心なまちづくりを推進するため、防犯外灯の整備及び維持管理を実施

いたします。 

 次に、６点目の基盤部門である「しっかりとした基盤を備えたまち」についてでございます。 

 １つ目として、まちづくりの拠点施設として、大柿市民センターを新築いたします。 

 ２つ目として、まちづくりや地域活動、生涯学習活動の拠点として、（仮称）切串交流プラザ

及び（仮称）飛渡瀬交流プラザの設計を実施いたします。 

 ３つ目として、ライフラインである路線バスに親しむ機会を設けることにより、利用促進と需

要喚起及び高齢者等の外出支援を図るため、誰でも運賃を払わずに、第三セクターである江田島

バスに乗車できる「無料乗車デー」を実施いたします。 

 ４つ目として、安全な道路運行を確保するため、市道の維持管理及び橋梁の点検・補修を実施

いたします。 

 ５つ目として、空き家等に対する対策を総合的・計画的に推進するため、実態調査を行った上

で、空き家等対策計画の見直しを実施いたします。 

 次に、７点目の地域部門である「地域が元気でにぎやかなまち」についてでございます。 

 １つ目として、東京オリンピック・パラリンピックのホストタウンとして、来日する選手団等

と、オリーブを核とした交流事業を展開し、今後の継続的な交流を図ってまいります。 

 ２つ目として、市外の子供との交流と地域の活性化を図るため、市民とともに修学旅行生の受

入れを実施いたします。 

 ３つ目として、まちづくりの活性化を図るため、地域や市民団体が主体となって取り組むまち
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づくり活動への支援を実施いたします。 

 ４つ目として、市内外の人々が交流・活動する場「移住交流拠点施設フウド」の運営などによ

り、市外の企業人材や移住希望者の誘引を図ってまいります。 

 ５つ目として、都市部に在住する人材を地域おこし協力隊として登用し、地域の課題解決や活

性化を図ってまいります。 

 最後に、企業会計についてでございます。 

 水道事業については、水道施設耐震化等の整備を実施し、安全でおいしい水の安定供給を図る

とともに、今後も水道事業をしっかりと維持するため、広域連携による企業団設立準備組織への

参画を図ってまいります。下水道事業については、持続的・効率的な施設の更新改築や維持管理

などに努め、生活環境の改善や水環境の保全を図るとともに、事業の継続性・安定性を確保する

ため、本年１月の上下水道事業審議会の答申を踏まえた使用料の改定を図ってまいります。なお、

これらの施策が十分に効果を発揮するには、実行する人の熱意や創意工夫が欠かせません。令和

３年度においては、現在策定中の市行財政経営計画に基づき、「健全で持続可能な財政運営」

「効果的・効率的な行政運営」とともに、「職員の意識改革と人材育成の推進」に取り組むこと

としております。職員研修や県・他市町との人材交流に引き続き取り組み、市職員の人材力の向

上を図ってまいります。 

 本市には、幾つもの誇るべき宝がございます。穏やかな海と自然、かんきつや野菜、カキなど

の特産品、海上自衛隊教育参考館や江田島青少年交流の家、さとうみ科学館、海辺の新鮮市場な

どの施設、そして何よりも温かく前向きな人々など、枚挙にいとまがありません。最近は、市外

の方から、本市に関して、「話題をよく聞く」「様々なことに前向きにチャレンジしている」

「活発に活動する人が増えている」といったうれしい声を聞くことが多く、本市によい風が吹い

ていることを実感をしております。アップルを設立した、スティーブ・ジョブズ氏の言葉に、

「偉大な製品は、情熱的な人々からしか生まれない」というものがございます。また、パナソニ

ックの創業者である松下幸之助氏の言葉に、「とにかく考えてみることである、工夫してみるこ

とである。そして、やってみることである。失敗すればやり直せばいい。」というものがござい

ます。今、我々が直面している、疾病の克服と新たな社会への変革、人口減少傾向の改善という

テーマは、まだ誰もが克服していない課題といっても過言ではございません。当然、必ず成功す

る方程式も、一気に状況を打開する処方箋もございません。しかしながら、我々には、幾つもの

宝がございます。「江田島市、そして市民にとって何が最善か」という点を唯一の判断基準とし

つつ、徹底的に考えた上で、失敗を恐れず情熱的に取り組み、宝を生かしながら、小さな成功を

一つ一つ積み重ねていく。「江田島市をより良いまちにする」という強い信念を職員と共有し、

施策を推進してまいります。こうした姿勢のもと、この大きな時代の変革期に、市民の皆様の安

全で安心な暮らしを守り、将来にわたって活力あふれる江田島市の礎を築くべく、全力で市政に

取り組むことを申し上げ、新年度の予算説明とさせていただきます。ありがとうございました。 

○議長（吉野伸康君）  これで施政方針を終わります。 

 この際、暫時休憩いたします。１４時１０分まで休憩します。 

                           （休憩 １４時０２分） 

                           （再開 １４時１０分） 

○議長（吉野伸康君）  休憩前に引き続き会議を開きます。 
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日程第１３  議案第１号～日程第２４  議案第１２号 

 

○議長（吉野伸康君）  この際、日程第１３、議案第１号 令和３年度江田島市一般会計予算

から日程第２４、議案第１２号 令和３年度江田島市下水道事業会計予算までの１２議案を一括

議題といたします。 

 直ちに提出者から提案理由の説明を求めます。 

 明岳市長。 

○市長（明岳周作君）  ただいま一括上程されました議案第１号から議案第１２号までの令和

３年度の各会計の当初予算案について、御説明いたします。 

 まず、議案第１号 令和３年度江田島市一般会計予算でございます。歳入歳出予算の総額を歳

入歳出それぞれ１３９億７，０００万円と定めるものでございます。先ほど私が施政方針で述べ

ましたものが、この一般会計の当初予算の中に網羅されております。 

 続きまして、議案第２号から議案第１０号までは、令和３年度江田島市国民健康保険特別会計

予算をはじめとする９つの特別会計予算の提案。 

 議案第１１号及び議案第１２号は、令和３年度江田島市水道事業会計予算及び令和３年度江田

島市下水道事業会計予算、２つの企業会計予算の提案でございます。 

 内容につきましては、これから慎重かつ十分な御審議をいただくとともに何とぞ適正なる御判

断、議決を賜りますようよろしくお願い申し上げまして、提案理由の説明とさせていただきます。

どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（吉野伸康君）  以上で提案理由の説明を終わります。 

 お諮りします。 

 ただいま一括議題といたしました議案第１号 令和３年度江田島市一般会計予算から議案第１

２号 令和３年度江田島市下水道事業会計予算までの１２議案については、全議員で構成する予

算審査特別委員会を設置し、各常任委員会の所管事項別に各分科会へ分割付託し、休会中の審査

とすることにしたいと思います。 

 これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、本１２議案は全議員で構成する予算審査特別委員会を設置し、これに付託して休会中

の審査とすることに決定いたしました。 

 お諮りします。 

 ただいま設置されました、予算審査特別委員会の正副委員長の選任については、いかがいたし

ましょうか。 

（「議長一任」の声あり） 

 議長一任とのことですが、これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 御異議なしと認めます。 

 それでは、議長において委員長に浜西金満議員、副委員長に岡野数正議員を指名いたします。 



 

－88－ 

 以上で、本日の日程は全て終了いたしました。 

 本日は、これにて散会いたします。 

 なお、あす２月２７日から３月１４日までの１６日間は予算審査等のため休会とし、次回は３

月１５日に開会いたしますので、午前１０時に御参集願います。 

 本日は、御苦労さまでした。 

                            （散会 １４時１５分） 


